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決算審査特別委員会 

                      日 時  平成２８年９月１４日（水） 

                           午前９時～午後２時４２分 

                      場 所  議場 

 

出席者   委員長、副委員長、委員９名（欠席：なし）（傍聴者：なし） 

説明員   財原建設課長、渡邊総括室長（基盤整備室長）、高橋上下水道室長 

      青葉農林課長、坪倉総括室長（林政室長） 

      梅林福祉保健課長、弓場包括支援センター長（健康対策室長）、 

片岡福祉推進室長 

書 記   岩﨑事務局長、佐伯主事 

 

○山本委員長 おはようございます。 

 ただいまから決算審査特別委員会を開会します。 

 本日は、建設課について審査します。 

 主要施策の成果及び財産に関する調書において、一般会計、その後、簡易水道事業特別

会計、農業集落排水事業特別会計の順でお願いをいたします。 

 それでは、調書の１３４ページから１３８ページ、林道新設改良事業までの説明をお願

いします。 

 財原課長。 

○財原建設課長 おはようございます。 

 そうしますと、建設課に関します２７年度の決算を報告させていただきます。 

 まず最初に、建設課が所掌しております一般会計につきまして、２７年度の事業におき

ましては、衛生費１億５，１００万、農林水産費３億２００万、土木費５億９，４００万、

災害復旧費が３，８００万の一般会計１０億８，５００万円の執行をしております。これ

に簡易水道事業の特別会計３億５，２００万円、それと農業集落排水事業特別会計の２億

２，９００万円、合わせますと建設課全体の執行額は１６億６，６００万円になっており

ます。これは対前年に比べまして１億８，４００万円、約１２％の増ということになって

おります。 

 平成２７年度は三吉地区の新石見発電所に関連した護岸工事、それと町道野田塚原線の
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改良、また、これに隣接します１月に起こりました災害の復旧対策に当たりました。また、

中心地域の道の駅の事業に関連しまして、上下水道工事、町道北の原権現線の改良工事と、

簡易水道の統合事業では日野上、生山地区の簡易水道の施設更新を進めるなど、町全体で

ハード事業が特に多い一年でございました。 

 また反面、今回の決算にも上がっておりますが、監査委員からの決算審査意見書で御指

摘がありました農業集落排水事業特別会計の下水道料金の調定漏れによります未収と、公

営住宅の入居、退去に関連しまして不適切な事務処理がありました。これらの未処理の案

件は現在までにほぼ完了いたしましたが、御利用の皆様、それと関係者の皆様に多大な御

迷惑をおかけしたことをここでおわびいたします。 

 そうしますと、調書はタブレット１３９ページ、１３４ページの上段、衛生費の井戸水

安定確保推進事業から御説明いたします。この事業につきましては、井戸水等安定確保推

進事業ということで、家庭井戸の整備と水道が普及していない家庭井戸の整備ということ

で、３分の１補助を行っております。また、一般家庭の飲用水水質検査料補助金というこ

とで、水道未普及地域におきます家庭用井戸の整備と飲用水の安全の確保ということで事

業を執行しております。決算額９１万２，０００円、昨年度比５９万７，０００円の増と

なっておりますが、２７年度におきましては家庭用井戸の整備補助が件数の増加によって

ふえております。 

 下段の清掃費、合併処理浄化槽設置整備事業でございます。これにつきましては、特定

地域生活排水事業の公債費償還分として一般会計から特別会計へ繰り出しを行っておりま

す。決算額は２，０７９万６，０００円、対前年度比３７８万９，０００円の減となって

おりますが、これは公債費償還が年々、今、減少傾向にあることから、減額となっており

ます。 

 次の１３５ページ上段をごらんください。上水道費の簡易水道事業でございます。ここ

に執行しましたのは、簡易水道事業特別会計への繰出金といたしまして、公債費償還分、

業務費分、建設事業費分ということで、決算額１億２，９０６万６，０００円を支出して

おります。対前年度比２，９２９万６，０００円ですが、これにつきましては２６年度、

２７年度続けて簡易水道の特別会計の基金に積み立てをいただきまして、その積立金額の

差によるものです。 

 下段の農林水産業費の農道等維持管理事業でございます。これにつきましては、町が管

理する農道の、広域農道の下石見宮内線、宮内豊栄線、それと神戸上の農林地一体農道等
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の維持工事を工事請負として実施しているものでございます。執行経費の中の工事請負費

の中に工事費として２８４万１，０００円と４５０万６，０００円、合わせまして７４３

万７，０００円の工事請負費を執行しております。決算額は、その他を合わせまして８１

５万９，０００円で、対前年６７万３，０００円の増になっております。これは２７年度

において農道も供用開始してから久しくなりました、道路の路側から出ております立木の

伐採等を今回業者のほうに委託して、新たに実施したことによる増です。 

 続きまして、１３６ページ上段をごらんください。農地費の国土調査事業でございます。

地籍調査事業につきましては、２７年度町内５地区に分割して地籍調査を実施いたしまし

て、２７年度につきましては③の河上地区、それと⑤の菅沢地区、こちらは菅沢ダムの周

辺ですが、公共連携として新規調査を進めております。調査測量委託料は合わせまして１

億６，１５４万３，０００円の執行となっております。中段に２７年度の認証請求等々の

面積の実績を集計を上げております。これに基づきまして、２７年度末の進捗状況ではあ

りますが、調査済みの面積が７５．４７平方キロメートルとなりました。日南町内の調査

必要面積が３１５．７平方キロメートルでございますので、これによります割合は、進捗

率として２３．９１％まで伸ばしております。 

 また、これ町の実施ではなく国の事業でありますが、山村境界基本調査を豊栄地区のほ

うで実施していただいております。これの特定財源ではありますが、県からの経由した補

助金が１億２，６７５万円ということで、国が５０％、県が２５％の補助率で補助金を受

けております。これら決算額総額１億６，９９８万１，０００円、対前年度比６６２万４，

０００円の減となっております。これにつきましては、地籍調査の補助金配分が年々、近

年減少の傾向にあることから、総額が減額となっております。 

 続きまして、１３７ページ上段をごらんください。農地費の農業集落排水事業でござい

ます。これにつきましては、農業集落排水事業の特別会計へ基金を繰り出しとして、公債

費、それと業務費、建設費分を繰り出しております。また、２７年度末におきましては、

基金への積み立てということで新たに追加をいただきまして、総額、決算額１億６４７万

８，０００円、対前年度比２，７２６万９，０００円の増となっております。全体的に公

債費の償還額は年々減少しておりますけども、先ほどの基金の積み立ての増額により、今

回決算額としてふえております。 

 下段の単県土地改良事業でございます。これは鳥取県のしっかり守る農林基盤交付金事

業によりまして、用排水路区画整理等の農業生産基盤の整備を実施しております。１つが、



－4－ 

町が直接発注します工事で、畜産センターの放牧場の修繕工事を実施しております。２つ

目に、原材料費として、地域施工で原材料を支給することによって農業用施設等の維持を

図る事業として、原材料支給を２件実施しております。また、この事業の主たる地域施工

方式ということで、農地、施設等をお持ち、管理されている方々がみずから実施していた

だく基盤整備事業に対して、補助率８０％で補助金を交付しております。これにつきまし

ては、２６年度からは従来７０％でしたが、１０％積み増しして補助金を交付いたしまし

た。財源につきましては、しっかり守る農林基盤交付金、県からの交付金を充てておりま

す。これら総額１，０７９万９，０００円でございます。前年度比５４４万円の増となっ

ておりますが、２７年度におきましては町の発注工事と地域施工分の補助金の増額による

前年比増となっております。 

 続きまして、１３８ページ上段をごらんください。林道費の地産事業になります。これ

につきましては、本年１月に起こりました三吉地区の土砂災害に伴います応急工事を実施

いたしました。これが３１８万６，０００円です。また、予算につきましては、これの斜

面崩壊の復旧事業の測量設計委託業務に９００万円を補正計上いたしましたが、実施につ

きましては２８年度へ全額繰り越しております。途中経過ではありますが、現在のところ

先般、設計が完了しまして、現在、県へ補助金を申請しております。これと用地のことが、

用地買収が終わりましたら、工事の災害復旧への事業が進むという状況になっております。

決算額は、応急工事費の３１８万６，０００円、これが皆増になっております。 

 下段をごらんください。林道新設改良事業でございます。ここの事業におきましては、

広域基幹林道窓山線の県営事業の負担金として３７５万５，０００円を支出しております。

また、２７年度から林道の内方線を道整備交付金を充てて実施することとなっております。

この事業費につきましては、内方線の林道の測量設計費として２，５００万を、それと県

営林道の窓山線の負担金の繰り越しということで２５０万、合わせて２８年度へ２，７５

４万１，０００円を繰り越しております。決算額は３７５万５，０００円ということでご

ざいます。 

 以上、林道費まで御説明いたしました。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして質疑、意見ありますか。 

 ないようでしたら、続きまして１３９ページから１４３ページ、河川総務一般管理事務

まで説明をお願いいたします。 

 財原課長。 
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○財原建設課長 続きまして、１３９ページから。１３９ページの土木費、土木一般管理

事務でございます。この事業につきましては、建設課の全般の一般管理経費を計上してお

りまして、職員の給与、旅費、それと国、県の道路、河川等の整備事業に伴います県営事

業の負担金、２７年度におきましては、丸山橋のかけかえ工事の負担金が最終年度となり

まして、２１９万円を支出しております。それと各種期成会、協議会、そういったもろも

ろに加盟いたしまして、事業推進、促進、要望活動等を行っております。それら負担金

等々合計しますと３３万７，０００円であります。これら合わせますと、決算額２，６０

４万３，０００円、昨年度比９７３万円の減になっております。減額の要因としましては、

丸山橋のかけかえ工事が最終年度で完了になりました。また、近年県営事業の負担金につ

きましては、国からの補助金は対象外となることから、そのあたりの負担金の減が原因と

なっております。 

 続きまして、１４０ページをごらんください。道路橋梁事業でございます。ここに計上

いたしますのは交通安全施設整備ということで、平成２７年度は町道の区画線、外側線、

白いラインですが、そういったものを重点的に補修をいたしております。また、中学校、

小学校前の北の原権現線の日野川赤線沿いの町道では、緑色のラインをカラー舗装を敷き

まして、子供たちの通学路の安全を図りました。また、ここに計上しますもう一つが、道

路台帳の整備事業ということで、建設課で保管しております町道の道路台帳の整備費とい

うことで、先ほどもありました丸山橋のかけかえに伴って県から移管がありましたので、

その橋梁の改修に伴う町道の修正を行っております。合わせまして３００万８，０００円、

昨年度比１５２万１，０００円の増となっております。これにつきましては、先ほども交

通安全施設で行いました区画線、白いラインが、年数が、道路が完成して久しくなりまし

て、町内かなりな部分で見えにくくなっております。そういったものを今後重点的に財源

を確保しながら重点実施をしていくということで、増となりました。 

 続きまして、１４１ページをごらんください。ここにあります道路維持管理事業でござ

います。道路維持管理事業につきましては、町道の維持管理、修繕、それと冬季の除雪作

業、また近年県と受委託の契約を行って、石見方面への県道の一部について道路維持工事

を実施しております。また、県道の町内全線にわたって町のほうが除雪業務を受託して実

施して行っております。執行経費の内訳といたしまして、１つ目に、道路維持費として、

道路の請負工事費、表にあります道路維持修繕工事を、県道１本、町道は５件に分割して、

合わせまして６，４６１万１，０００円を実施しております。右側の町道修繕工事の内訳
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には、２７年度では、生山の田ノ原線の改良、それと下石見の市場線の舗装修繕、それと

霞の桜子宮田線の道路修繕等々を実施いたしました。合わせまして２，５７５万２，００

０円でございます。 

 その下の３番目に、舗装工事として、こちらは社会資本整備総合交付金の防災安全等の

交付金を活用いたしまして、２７年度は福栄の神福の町道宮田飛時原線の舗装の修繕を一

部９４２万５，０００円で実施いたしました。そのほか２番目に委託料といたしまして、

近年、ことしも落石等の事故もありましたが、日南町のほうでは２６年度から道路のり面

の点検の調査を行っております。また、引き続き橋梁の点検、それと舗装の修繕計画等の

委託調査業務を実施し、合わせまして７，５２３万７，０００円を実施しております。道

路維持補修費につきましては、維持補修に係る一般経費でありまして、６５６万４，００

０円を支出しております。 

 （２）の除雪費でございます。２７年度の実施は、１億５，２５３万円となっておりま

す。２６年度のほうが雪のほうが降りましたが、前年比３，６００万円余り減となってお

ります。この中で２７年度は備品購入費として除雪ロータリーを３４年ぶりに更新してお

ります。配置は、神戸上地区に充てておりますが、３，０７８万円をかけております。そ

れと、この中で負担金補助金の中に、２７年度から日野郡除雪機械運転手の育成支援事業

ということで、県と日野郡３町が連携いたしまして除雪機械オペの免許取得を支援いたし

ました。２７年度は日南町からは１０名の新規免許を取得したということで、今後の除雪

業務に当たっていただく予定でございます。 

 特定財源でございますが、これらを実施するに当たり、防災安全の交付金、それと県道

の維持修繕の委託金、それと県道の除雪委託金等々、それと過疎債を適用いたしまして、

決算額３億３，４１１万９，０００円です。対前年比１，４８９万５，０００円の増とな

っております。舗装工事と除雪費は減となりましたが、のり面点検、橋梁点検、こういっ

た調査のほうの増により、全体的には１，４００万の増となりました。 

 続きまして、１４２ページ、道路新設改良事業でございます。２７年度の改良事業につ

きましては、大菅阿毘縁線、これの水田部２４０メーターを完成させました。霞福塚線は

のり面工事を実施しました。３番目に、石見川の護岸改良工事ですが、新石見発電所に関

連しまして、石見川の河川護岸の工事を建設課のほうで担当して実施しております。４つ

目に、町道の野田塚原線、こちらの改良に着手いたしました。５つ目に、北の原権現線は、

これは中心地の道の駅に関連した外周道路の工事を実施いたしております。これら実施し
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たもののほか、２８年度に繰り越しました額が６，４６２万５，０００円ありますが、こ

れにつきましては道の駅の北の原権現線、それと石見発電所関連の町道の野田塚原線、こ

れにつきまして事業費を繰り越して実施しておりますが、この夏までに全て完成して供用

を終わっております。 

 特定財源といたしましては、社会資本整備総合交付金、国から７０％の充当になります

が、これと過疎債を充てております。２７年度の決算額は２億１３９万７，０００円、対

前年度比１億３，５６５万４，０００円となっております。これは２６年度からの繰り越

し事業が多かったことということもありますが、新たに道の駅関連の工事が始まったとい

うことによります大幅な増となっております。 

 続きまして、１４３ページの上段でございます。橋梁維持管理事業、この事業におきま

しては橋梁の長寿命化修繕計画で、これに基づきまして優先度の高い老朽化した橋から順

次調査、設計、補修工事という順で補修工事を進めております。平成２７年度の実施分に

つきましては、橋梁の修繕工事２橋、印賀の立石橋と神福の猪子原橋の修繕を実施しまし

た。また、橋梁の調査設計ですが、繰越明許として下石見の市場橋の委託料４４０万円を

繰り越しております。特定財源につきましては、社会資本整備の交付金、それと過疎債を

充てております。決算額総額２，０８０万４，０００円、前年度比からしますと１，１１

２万円の減となっておりますが、設計委託料、工事費の２７年度実施が低かったことによ

ります。 

 下段の河川総務一般管理事務をごらんください。ここに、この事業におきましては、町

が管理する河川の河床掘削工事といたしまして、平成２７年度は立石川の掘削工事を実施

しました。決算額は１５８万５，０００円、対前年度比７１万４，０００円の増となって

おります。ここにつきましては、立石川の新規に取りかかったということで、河川断面を

確保するがための必要の土砂の除去を行いました。河川まで、以上です。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして質疑、意見ございますか。 

 ないようですので、１４４ページから１４８ページ、公共土木施設災害復旧事業まで説

明をお願いいたします。 

 財原課長。 

○財原建設課長 そうしますと、引き続き１４４ページ上段の住宅費でございます。上段

は、まず最初に県営住宅維持管理事務であります。ここに、この事業は県の県営住宅の維

持管理、家賃収入等の事務委託として実施いたしまして、執行経費は、需用費、役務費、



－8－ 

使用料、合わせまして２３万２，０００円の決算額となっております。これにつきまして

は、県からの県営住宅の管理委託金ということを全額をもって充てております。 

 下段の住宅管理事務費でございます。ここに上がります事業は、町営住宅５団地、それ

と特定公共賃貸住宅５団地、その他普通財産としての管理住宅７戸、これの維持管理費を

計上しております。維持管理費として、需用費、役務費、委託料、その他負担金、それぞ

れ合わせまして決算額は６０２万９，０００円、前年度比７万６，０００円の微増となっ

ております。財源としましては、住宅使用料、それと普通財産の貸付収入を充てておりま

す。 

 １４５ページ上段をごらんください。定住促進施設維持管理事務でございます。ここの

事業で上がりますのは、定住促進施設の宿泊研修所で設置しました石見西の６戸の管理経

費として、需用費、役務費、決算額１２万７，０００円を実施いたしました。対前年度比

５万６，０００円の微減です。これの財源としましては、施設使用料ということで、住宅

使用料としてをもって充てております。 

 下段の短期滞在型専用住宅管理事務でございます。これにつきましては、平成２７年の

年末、１２月に供用開始いたしましたひだまりの家の管理、維持管理経費として実施した

経費を計上しております。これにつきましては、需用費、役務費、使用料４０万１，００

０円、使用料等賃借料１０万３，０００円がかかっております。決算額、これら合わせて

５１万７，０００円、これにつきましては新規事業として企画課から引き継いで管理運営

を始めましたので、皆増となります。財源としましては、住宅使用料として１２万円を充

てております。 

 １４６ページをごらんください。定住住宅整備事業でございます。これにつきましては、

生山地区の分譲住宅専用の土地の造成工事を実施するための測量設計費を補正予算で計上

いただきました。現在、繰り越しで事業を設計を進めております。現在のところ９月いっ

ぱいで設計がこれまでの用地取得、河川協議、電柱移転等々を整理して設計が上がる予定

ですので、速やかに１０月ぐらいには造成工事に着手できるというふうな見直し通しとな

っております。全額繰り越しいたしましたので、決算額はゼロ円となっております。 

 １４７ページ、災害復旧費でございます。最初に、耕地災害復旧事業といたしまして、

耕地災害復旧事業は２６年度からの繰り越しで、地震災害、台風の１１号、１９号、これ

は２６年度の災害として繰り越して工事を完了させました。２７年は、８月に降りました

大雨に係る災害として、農地２カ所、農業用施設３カ所、これの事業費を計上しておりま
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すが、このうち工事費につきましては、２８年に繰り越しました。工事のほうは５月のほ

うに完了をいたしまして、耕作のほうに間に合わせております。これに伴います経費が委

託料３７５万８，０００円、工事請負費１，９４３万１，０００円、決算額合わせますと

２，３１８万９，０００円で、対前年比１，７２７万７，０００円の減となっております。

財源としましては、国からの補助金といたしまして、農地、農用施設の復旧事業にそれぞ

れ８８％から９８．２％程度の補助率として受け入れております。 

 続きまして、１４８ページでございます。こちらは公共土木施設の災害復旧事業です。

２７年度は、２６年度の８月に起こりました豪雨によります町道道路河川の災害復旧事業

を繰り越しで実施しました。工事費合わせまして１，４７７万１，０００円が決算額とな

りまして、対前年度比２，９４０万７，０００円の減となっております。以上です。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして質疑、意見がございますか。 

 久代委員。 

○久代委員 昨年の１２月にひだまりの家ですよね、さっき説明があった、企画課が設計

施工はして、維持管理が建設課ということですけども、実際に入居状況を見ると、お試し

住宅はこの約数カ月間満室に近い、大体四、五名の方が入られているようですけども、高

齢者のショートステイ住宅が、季節的な要因があるかとは思いますが、ずっとこの間ほと

んどあいているという状況です。 

 先般、例の第三者委員会の検討委員会の中で、例えば医者がインターンで短期間来られ

る場合に、なかなかいいところがないというふうな意見を述べられた方がいました。これ

病院の関係者の人が委員でしたけども、医療・保健関係の施設、それから教職員も含めて

ですけど、いろんな方が研修に来たり、短期間でもそういうふうに利用したいという場合

に、うまく建設課とこの住宅の状況についてやっぱりきっちり連絡をとり合って話やられ

ておるのかなということがあって、それと高齢者のショートステイのほうの部屋をやっぱ

り柔軟に、季節的な要因も考えながらやっぱり利用を促進していくためには、余り高齢者

のみに限定したようなやり方だとうまくないじゃないかなというふうにも感じますが、ど

うでしょうか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 ひだまりの家短期滞在型専用住宅でございますが、入居の種類としましては、

お試し住宅と高齢者ショートステイ住宅ということで２種類ございまして、お試し住宅に

おきましては、入居要件のほうが県外者であるということで、ここにつきましては要件が
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かなり制約されるという状態でございますが、高齢者ショートステイ住宅におきましては、

要件的には入居がかなりしやすい状態であるということでございます。そういった状況の

中で、お試し住宅につきましては、移住定住施策ということで企画課のほうと情報を共有

しながら入居者の希望を聞いたりしておりますし、高齢者ショートステイ住宅につきまし

ては、福祉保健課のほうで高齢者の入居状況等確認しながら入居の調整をしたりしており

ますので、先ほど久代委員から言われました、柔軟な入居体制ということで、現在、数名

ではございますが、日南病院のほうから実習生等入れておるというような状態で、運用に

つきましても、それぞれの課で確認をしながら入居のほうを進めておるような状態でござ

います。 

○山本委員長 いいですか。そのほかございますか。（発言する者あり）全体、特別会計

が終わってから。 

 久代委員。 

○久代委員 高橋室長に今答えてもらいましたけども、具体的に間取りも設計も一緒です

から、実際には名前がショートステイというのとお試しというだけであって。ですから高

齢者のショートステイ用の部屋もあけないような、通年やっぱり入居者が常に８割、９割

はあるような方向と、冬期間に特にもう予約が入っている場合は別ですけども、冬期間に

予約していても入れない状況というのはまずいかと思いますけども、やはり全体として入

居率を上げていくというためには、余り要件にこだわらないほうがいいじゃないかなとい

うふうには思いますが、再度その点についてお答え願いたいと思います。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 議員御指摘のとおり、ひだまりの家につきましては、その運用につきま

して実施をしながら、現在、動向が把握できたような状況になっております。確かに高齢

者のほうにつきましては、冬場に事業が古くなったり、水道管が破裂したりとかいうよう

なことで、冬場は霞のほうに中心地に近いところで出たいという希望があって、実際に入

居もございましたけれども、心配したとおり、夏場になるとそういった需要は今のところ

ないと。それと、霞荘とか、そういったところの利用の控え等も比較的元気なお年寄りか

らの要望が今のところないということで、５月以降空きの状態が出ております。そういっ

たことで、教職員の研修とか、今、室長も申しましたように、病院のほうのインターンの

一時的な研修ということがありました。教職員のほうは、基本的に教員住宅で行うという

ようなこともあるようですけれども、新たに町内で移住ができるようなメニュー、それに
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伴って短期宿泊、そういったもので活用していただくことはありだと思いますし、あいて

おります入居要件で、お試しは基本的には原則県外ということはありますが、じゃ県内、

その人がＵターンなりするときに使うとかいうこともあり得ると思いますので、そういっ

た事業等々で活用していただくことに関しては、現在のところ臨機応変に対応できるとい

うふうに思いますので、そういったものを町の内容の中でも計画等に支援していきたいと

いうふうに思います。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 １４１ページの中段で、道路維持費ということであります。道路維持管理の

関係ですけど、これに何工区か分かれておりますけど、その道路維持管理はどの方法で工

事をしていくのか、それから順番をどのようにつけていくのか、工事の順番ですね。ちょ

っとそれを教えてください。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 御質問の道路維持工事につきましては、先ほどの県道と町道が５地区に

分けて、年間の維持工事を実施しております。基本的には通常の集落間の草刈り、除草と

か、舗装に穴があいたときの修繕、道路が壊れたものの修繕、そういったものが基本です。 

 各地区におきまして、春先、お盆時期、除雪前、年度完了のときにパトロールをして、

必要な修繕工事をその都度実施しております。また、町道の修繕工事につきましては、被

災とか交付金によります事業等もありますが、災害復旧とかで乗らない通常の壊れた比較

的規模の大きいものについて、予算を確保しながら実施しているところでございます。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 それはちょっと置いといて、次、１４４ページ。 

○山本委員長 福田委員、今、１４４ページから１４８ページまでの質疑を求めておりま

す。 

○福田委員 だから１４４ページ。 

○山本委員長 ４４ページですか。 

○福田委員 はい、１４４ページです、中段。いいですか、これは。 

○山本委員長 はい、どうぞ。 

○福田委員 許可を得ましたので、今度はちょっと質疑させてもらいます。中段にモデル

住宅杉の家ということでありますが、ここは、これの何かクリーニング等々、直したと思

いますが、以前の人はこういう出ていく人は正規転居せんでいいですか、せにゃいけんで
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すか。どっちですか、これは。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 公営住宅の退去に伴う費用の負担の件ということでございます。原則費用の

ほうは入居者の方が入居前の状態に戻すと、復元するということで、それに係る経費につ

いては入居者負担ということでさせていただいてもらっておりますが、入居の年数によっ

て経年劣化等がございまして、そのあたり町が負担すべきところか、入居者が負担すべき

ところかというのは双方で協議をしながら、それぞれ負担割合を決めさせていただいてま

いっております。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 そうしますと、モデル住宅杉の家の件ですけど、ちょっと私、撤去されてそ

このところをちょっと私が見に行ったです、現場を。それで、これでよろしいということ

で出られたということでありますが、その後から入る人までにきれいにしてあったという

ことですが、その工事費等々は町が払ったんですか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 先ほどの福田委員御指摘のモデル住宅杉の家でございますが、入居者の方の

入居年数が１０年以上入居されておられたということがございました。その前の入居者の

方の入居の状態というのが、当時の資料をさかのぼってみますと、入居の状態がきちんと

復元された状態でお入りになったかというような確認が十分にできなかったということで、

前回退去されました方の修繕費につきましては、その入居者の方と協議をいたしまして、

町のほうで負担をしたというような経過でございます。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 今、工事に対して室長にあれこれ言うことはありませんが、全般にこれまで

の経過を見ますと、退去した人がきれいにして出ていくのが建前でしょう、これは。これ

はそういうことで退去してもらっているはずですよね、どこにしてもね。人によっては、

これはいいですよと、人によっては最後まで、壁が汚れておったらすぐ壁も直せとかいう

話をしておるんですよ、現在。お金を取っておるはずです。また返還したいう話も聞いて

おりますけど、そういう調査でやりながら、町の前は前だったからこうこうこうですと、

わかりませんからもらいませんということですが、撤去するときは、それで行かせておる

でしょう、町の職員が住宅関係が。それがわからんいうことはおかしいですよ。 

○山本委員長 財原課長。 
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○財原建設課長 御指摘の件、担当者がかわるたびにそういったことが起こってはいけな

いというふうに思います。実際冒頭にもありました住宅の入退去というのは、これも一つ

が起因はしております。ただ、従前からの基本的なところは、先ほど室長が申しましたよ

うに、基本的に入居者が修繕すべきものはしていただく。町として、施設として経年劣化

等によるものの修繕は町が行う。その都度退去のときに双方確認して実施するように進め

ております。 

 それと、今回の問題が起こったことに関しても、改めて今度入居する、退去して次の入

居者を受け入れるときに改めて確認すると。そのときに、このときにはどういう、例えば

壁紙がどうだっただとか、ふすまがどうだっただとか、その辺入居に問題がないというこ

とを確認していただいて入居していただくというような手続をとるように、今は改めて実

施いたしています。それが退去においてもトラブルなくスムーズに処理ができるというふ

うに考えておりますので、そういったことを今後徹底していきたいというふうに思います。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 荒木委員。 

○荒木委員 全般でちょっとしようと思ったんですが、今、住宅のことが出ましたので、

続けてちょっと質問します。１４４ページの関連で、町営住宅がございますけども、例え

ば入居者の方に対して、例えば住宅、中はわかりませんけども、外から見て著しく例えば

外観上にごみがあったりとか、草が生えているとか、そういうような話もたまに聞きます

ので、その辺、そういうときにはどういうような方法で、例えば方法といいますか、入居

者に対して話とか説明とか、もうちょっと仮に出られるときでも草がぼうぼうでは当然、

先ほど部屋の掃除のこともありましたけど、困るわけですから、それに対してどういうよ

うな方法をとっておられるのか、ちょっと伺います。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 住宅の入居に関する維持管理ということでございますが、入居に当たりまし

て、住宅の入居者のしおりというようなものをお渡ししまして、公営住宅に入居していた

だく際に守っていただく事項等記載してございます。そういった中に、先ほど荒木委員御

指摘の住宅の周辺の庭のあたりの維持管理ということでございますが、原則は入居者のほ

うが管理していただくということで、その中にも書いてございます。しかしながら、御指

摘のとおり、一部管理ができていないという住宅もございます。そのあたりは定期的な住

宅の見回り等行っていきながら、入居者と相談して対応していきたいというふうに考えて
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おります。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 古都委員。 

○古都委員 先ほどのモデル住宅の話で私思うんですが、課長はそういうようなお話をさ

れたんですけども、もとがモデル住宅なわけで、常にきれいな住宅に例外的に人を入れた

と。例外的に営業をさせたと。面積に合わせていわゆる家賃がどうなのかと。これまでず

っとあの住宅についてはいろんな意見があったわけです。特に注意して、返されるときに

は、１０年たっておるけえいう話ですけど、１０年前はモデルですから、誰が行ってもす

ばらしいなという住宅なわけですから、それが本当に復元されたかどうかいうのは、見て

ない人でも大体一般常識でもモデル住宅がどういうものかというのはわかるわけで、これ

までたびたび論議があった部分ですので、より気をつけていただきたかったなとお話を聞

いておって思ったわけで、今後類似したものはないのかもわかりませんけれども、やはり

住宅管理については、経過がある分については要注意されるべきではないかと思っており

ます。今後そういうことがあれば気をつけていただきたい。 

○山本委員長 そのほかございますか。いいですか。 

 お答えは要らないということですので、そのほかないようでしたら、ここでしばらく休

憩を。（「全体は」と呼ぶ者あり）全体は特別会計が終わってから、全ての説明が終わっ

てから全体で質疑を受けたいと思っておりますので、お願いをいたします。再開は１０時

１５分からといたします。 

〔休  憩〕 

午前９時５９分～午前１０時１５分 

○山本委員長 会議を再開します。 

 続きまして、簡易水道事業特別会計の説明をお願いします。１７６ページから１７９ペ

ージまでです。 

 財原課長。 

○財原建設課長 そういたしますと、１７６ページ、簡易水道事業特別会計についての決

算状況でございます。２７年度の歳入の内訳は、ここの内訳表にありますとおり、水道料

金７，１１９万２，０００円、分担金負担金６６万８，０００円、国庫支出金として３，

６７４万１，０００円、これは統合簡易水道事業の国庫補助金に当たります。そのほか繰

入金１億２，９６２万２，０００円、これは対前年比２，９８９万２，０００円の減です
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が、２年続けていただきました積立基金の差額に当たります。繰越金７７９万５，０００

円、諸収入６２７万２，０００円、町債、統合事業に伴います起債等々１億５００万、こ

れを合わせまして３億５，７２９万１，０００円の歳入となっております。歳出内訳は、

業務費へ９，６７８万７，０００円、事業費１億４，５８０万２，０００円、公債費とし

て１億９８７万３，０００円を支出しております。 

 簡易水道事業特別会計の２７年の歳入歳出決算額は、歳入額３億５，７２９万１，００

０円に対しまして、歳出３億５，２４６万２，０００円で、歳入歳出差し引き額の実質収

支は４８２万９，０００円の残となりました。 

 事業の内訳、１７７ページをごらんください。こちらは業務費の施設管理費としての簡

易水道事業でございます。ここには簡易水道施設、町内１１施設の管理運営費として、人

件費、施設管理作業の賃金、需用費として施設等の修繕料７８３万円、電気代７１３万４，

０００円、薬品代１１１万６，０００円等々、１，６８７万円の事業費を執行しておりま

す。役務費として６０９万円、委託料として１，０２９万６，０００円、工事請負費９５

２万５，０００円、これにつきましては、国道の矢戸地区で行っておりますなつち谷川、

それと国道関係もあります水道管の移転工事費として実施しております。また、この春オ

ープンに伴います道の駅、これの整備に伴います給水管の布設工事を実施しております。

それと積立金におきましては、２７年度におきまして基金への新規積み増し３，７５０万

円をいただきまして、これを合わせて３，７５０万２，０００円を積み立てております。

公課費としては、消費税として９０５万１，０００円を支出しております。これらの事業

の財源としましては、水道使用料、それとなつち谷国道等の移転補償費、簡易水道事業債、

過疎債、そういったものを財源として充当しております。 

 決算総額は９，６７８万６，０００円となりまして、対前年比１，０９５万４，０００

円の減となっております。減の理由は、委託料工事請負費、修繕料の、これらは増があり

ますけれども、実質的には基金の積立金の差額が減の要因となっております。 

 続きまして、１７８ページをごらんください。事業費の水道改良事業費でございます。

ここは、簡易水道の統合整備事業ということで、平成２６年度から日野上、生山地区の統

合簡易水道事業を実施しております、この事業に係る経費を計上しております。人件費、

需用費、委託料につきましては、統合事業に伴います測量設計委託業務、それと認可申請

書の作成業務、それと配水池の測量設計業務と合わせまして２，０９６万２，０００円と

なっております。工事請負費といたしましては、統合簡易水道事業の配水管の布設工事と
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いうことで、２７年度は霞から生山方向への４工区、５工区、それと道の駅周辺に伴う布

設工事を実施しております。これに合わせて２６年度から繰り越しました霞地区方面への

１工区、２工区、３工区、４，３７８万４，０００円を合わせますと、工事請負費の総額

は１億２，１６１万１，０００円となりました。特定財源といたしましては、統合事業に

伴います国庫補助金、それと町債、繰越金を充てております。 

 決算総額は１億４，５８０万２，０００円となりまして、対前年比１億１，２１９万円

の大幅増となっております。先ほども御説明いたしました実質統合事業の工事費の大幅増

ということで、事業の推進に伴いますことで大幅な増額となりました。 

 続きまして、１７９ページでございます。ここには公債費として、公債費償還事務を計

上しております。ここで簡易水道事業の町債元利償還金といたしまして、平成２７年度は

決算額１億９８７万３，０００円を支出いたしました。対前年比４７３万８，０００円の

減となっておりますが、これまでの簡易水道の建設費分の償還がピークを過ぎまして、今

後償還額が減額傾向になることからです。財源としましては、水道料金の料金収入を充て

ております。以上です。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして質疑、意見ございますか。 

 荒木委員。 

○荒木委員 水道施設が１１施設あるということでしたけども、その全ての施設に全部送

水の流量計がついているとは思いませんけども、主な施設で、その総水量と、例えば払っ

ておられる水道料金の差というのは、どのくらいあるんですか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 簡易水道の取水量と実際に各御家庭に供給する水量との差ということの内容

でよろしかったでしょうか。 

○山本委員長 荒木委員。 

○荒木委員 取水量ではなくて、配水池からの総水量と、それから皆さんが水道メーター

の使った水量の差がどのくらいあると。要するに漏れておるということになりますから、

それをちょっと伺います。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 現在、各施設におきます年間給水量と、委員御指摘のいわゆる無効水量とい

う、いわゆる漏水のものということでございます。それにつきましては、各施設全くない

というわけではございませんし、ある簡易水道施設におきましては、比較的量が多いとい
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うような実態のところがございます。それにつきましては、毎年の水道統計によりまして

数字のほうを押さえております。漏水の余りにも大きなものにつきましては漏水調査を行

いまして、それの削減に努めるように現在、担当者と調整をしているところでございます。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 財原課長。 

○財原建設課長 済みません、補足しまして、今の無効となっております水量ですけれど

も、データ的に２７年一年かけまして、約７万トンが統計上、生じております。 

○山本委員長 荒木委員。 

○荒木委員 簡易水道ですので、比較的設備等施設が小さいわけですよね。ですから、要

するに漏水箇所も比較的私は見つけやすいとか、管理しやすいいうふうに思うんですが、

その点はどうでしょうか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 漏水の場所の特定ということでございましょうか。済みません。 

○山本委員長 荒木委員。 

○荒木委員 今の簡易水道で１１施設ありますよね。例えば米子市みたいに全体で大きく

ないわけですから、比較的、漏水箇所というのを調べるのは簡単ではないですかという質

問ですけども。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 なかなか漏水につきましては、古い管路、それに伴う図面とか、いろい

ろ残ってはおりませんし、漏水箇所の特定、特にことしの冬に米子市等にあった凍結に伴

う漏水ですね、その場合は、各家々等々で破裂したものを見つけていけばいいんですけど

も、現在あります水道施設も配管してからある一定の期間、古いになってきております。

特に施設として今の無効の水量が顕著なものも出てきております。かなりな割合になって

きておりますので、そこの施設につきましても担当者とも何度かこれまで漏水調査を実施

しておりますが、まだ割合が大きいということで、引き続きそういった施設に対しては有

効に水が給水できるように、漏水の特定等を努めていきたいというふうに思います。 

○山本委員長 荒木委員。 

○荒木委員 続けて、済みません。漏水箇所があったりして当然要するに水量が足らない

という問題があって、生山地区と矢戸地区と水道を一緒にしたわけですよね。そういうこ

ともあってしたわけですが、実際には人口が減ってきてるわけですから、空き家もふえと
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るし、人口も減ってますよね、戸数も減少してます。その戸数の減少による、要するに１

人当たりに換算すると大体の量はわかるんですけども、実際にはどのぐらいの量が減少し

てるのか、わかりますか。じゃあ、生山地区で、例えば１日に２０トンだったのが、今、

人口が減って１９トンしかメーターが上がってないとか、そういう意味の質問です。 

○山本委員長 すぐには答えられませんね。 

 高橋室長。 

○高橋室長 対前年比の比較ということですが、ちょっと済みません、手元に資料を用意

しておりませんので、また御報告させていただきたいと思います。 

○山本委員長 荒木委員。 

○荒木委員 報告もですが、これを聞いたのは、要するに水道設備の設計をするに当たっ

て使用水量というのが一番大事なわけですから、それをちゃんときちっと把握してあるか

という質問です。 

○山本委員長 そもそも論になりますね。 

 財原課長。 

○財原建設課長 簡易水道の施設、給水するがためにはどの程度の水量を常時必要とする

か、日水量で換算するのか、ちょっと時間揚水量とか、そういったもので換算する、済み

ません、今、手元にデータがなくて申しわけありませんけれども、やはりこれまで配水池

におきましては、水位計、そういったものも古くなったものは更新し、揚水量のポンプの

調整等々を行って日々の使用水量に不足を生じないように運営を努めております。実際井

戸等も古くなって、なかなか水をくみ上げられなくなった井戸も生じてきてはおりますけ

れども、そういったものに関しては施設更新等なり統合事業とかいうのは、今回、日野上、

生山だけでなく、ほかの地区でも管路をつないでやるということは事業的には可能であり

ますので、全体的な利用される水量を把握しながら適正な給水計画を立てていきたいとい

うふうに思います。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 福田委員。 

○福田委員 １８０ページの関係で水道の関係ですけど、本管を埋設したとこがあります

ね、今ずっと本管を埋設して長年経過しておりますけど、その地盤が下がっていくとこが

ありますけど、そういうとこはやっぱり調査等々はしておりますかな。 

○山本委員長 漏水の関係ですか。 
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○福田委員 うん。 

○山本委員長 漏水箇所の点検がされておるかという質問だと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 財原課長。 

○財原建設課長 道路には、先に水道管が埋設してありましたら、その上が新しい道路と

なりますけれども、水道管、事業箇所によりますと、道路を占用して、今回の日野上・生

山の統合事業も新たに掘削して埋設してる場所があります。町内そういった場所は県道や

町道等、至るところにありますが、不自然に下がった沈下等は道路の支障となる場合は道

路のほうで実施することもありますし、今回の日野上・生山方面につきましては、事業で

見れない分は今回道路の維持工事のほうでも費用支弁をして、あわせて平たん性を確保す

るような舗装のほうは直し方をしております。それが漏水が原因かということがあります

けども、たびたび、一昨年だと思いますが、石見のほうで不等に沈下したところが、実際

その後すぐ本管が破裂して水道のほうの事故が起こったということがありました。そうい

ったところは重点的に漏水が原因でないかということを注意しながら、適正な維持管理を

していきたいというふうに思っております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 福田委員。 

○福田委員 そして１８０ページの上段の……（発言する者あり）まだかや、説明したろ

う、まんだか。 

○山本委員長 集落排水。 

○福田委員 ミステーク。 

○山本委員長 これから先のもの。 

 そのほかございますか。 

 坪倉委員。 

○坪倉委員 公営企業会計適用化の取り組みが進められておりますけども、２７年度で固

定資産等の調査が委託事業で行われておりますけども、その成果について少し説明をいた

だきたいと思いますが、固定資産の評価の結果としての評価額になると思いますけど、評

価の実態、それから関連してですけども、公営企業会計適用への今後のスケジュールにつ

いて、あわせてちょっと確認の意味を含めてと、先ほどの段階で固定資産の評価等をされ

たんですけども、貸借対照表とかというところまでは進んでいないんでしょうか、お尋ね
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します。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 簡易水道の固定資産台帳の作成業務でございます。２７年度、台帳作成が完

了いたしました。概要といたしましては、現在あります日南町内の１１施設の水源地、配

水池、管路、その他に関する資産につきまして調査のほうを行っております。水源地につ

きましては、１３カ所、配水池につきましては１７カ所、管路につきましては１２５キロ

に及ぶ管路の資産調査ということで行っております。全体的な固定資産でございますが、

資産価格のほうが約２１億５，０００万となっておりまして、そのうち償却する償却額に

つきましては２０億４，５００万というような固定資産の総括ということで報告を受けて

おります。 

 今後の公営企業会計の法適用化のスケジュールでございますが、２８年度におきまして

は、現在、固定資産の台帳が作成されておりますので、その固定資産の内容につきまして

システムのほうに入力移行するという作業が行われるように現在計画をしております。あ

わせまして、公営企業会計のスタートが平成３０年の４月からということで現在考えてお

りまして、その平成３０年４月に向けて今後条例の改正等を行うということで、２８年度、

２９年度、事業のほうを実施してまいりたいというふうに考えております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

○坪倉委員 はい。 

○山本委員長 そのほかございますか。 

 財原課長。 

○財原建設課長 あと、質問にありました貸借対照表につきましては、まだ先ほど数字を

示した固定資産の評価までしか終わっておりません。ですので、室長が言いましたように、

システムの構築ということで、あわせましてそういった固定資産なり、それから料金収入

とか複式簿記ですか、そういったものを入れ込んでからということになりますので、具体

的には、システム上は今年度、入力等のシステム構築はしますが、実質的には来年度あた

りからというふうに思っております。 

○山本委員長 そのほかございますか。 

 ないようでしたら、農業集落排水事業特別会計、１８０ページから１８０ページまでの

説明を求めます。 

 財原課長。 
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○財原建設課長 続きまして、１８０ページ、農業集落排水事業特別会計の平成２７年度

決算状況であります。 

 最初に、歳入の内訳は、下水道料金７，４３９万６，０００円、分担金負担金として９

４万９，０００円、それと国庫支出金８８万２，０００円、これは合併浄化槽の補助金受

け入れとなっております。財産収入、それと繰越金として１億３，４７８万１，０００円、

これは２，２１９万２，０００円の前年比増となっておりますが、基金への積立金分の増

をいただいたことによります。繰越金、そして諸収入として１，０７９万４，０００円、

これにつきましては、先ほどの国道砂防に伴います移転工事の補償金として県から受け入

れたものです。町債として８５０万円、それと続きまして、歳出の内訳は、業務費として

１億３，０１１万７，０００円、事業費１１１万２，０００円、公債費９，７２８万１，

０００円となりました。これによりまして農業集落排水事業特別会計の歳入歳出は、歳入

額２億３，２１８万７，０００円に対して歳出２億２，８５１万円で、歳入歳出の差し引

き実質収支は３６７万７，０００円の残となっております。 

 続きまして、次のページ、１８１ページから事業の内訳を示しております。１８１ペー

ジ、上段でございます。業務費の施設管理費、農業集落排水一般管理業務でございます。

ここには、生山、霞、多里、石見、矢戸、これの農業集落排水施設の浄化センター、それ

と排水管路の維持管理を行っております。執行経費の内訳としましては、職員の給与、需

用費として光熱水費、薬品代、修繕料等を合わせまして１，４４５万円、汚泥の抜き取り

用として７２９万７，０００円、それと設計委託、移転工事のほうの工事費は１，５４３

万２，０００円、処理場の管理委託料、基金への積立金は３，８５０万円、それと公課費

として消費税３３９万５，０００円を支出しております。特定の財源といたしましては、

下水道料金や、それと県からの移転補償費、地方債、道の駅の新設関連ではございますが、

８５０万円等々を充てております。決算額、総額９，９３２万８，０００円、対前年比４，

７３０万８，０００円の増となっております。増額要因としましては、基金への積み立て

と、それと道の駅の新設工事を新たに行ったことによる増が要因であります。 

 下段の特定地域生活排水処理一般管理業務です。ここには、これまで町内に設置した浄

化槽７７３基の合併浄化槽の維持管理運営費として執行しております。浄化槽の修繕費と

して２７５万７，０００円、法定検査、それや清掃料管理委託料、それと基金への積み立

ては１９０万７，０００円でございます。消費税としましては３３８万５，０００円を支

出しております。特定の財源は、下水道料金２，９６０万９，０００円を充てております。
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決算総額３，０７８万８，０００円に対しまして、対前年比１７９万５，０００円の微減

となっております。 

 続きまして、１８２ページ、上段でございます。事業費として、特定地域生活排水処理

事業でございます。ここは新たに合併浄化槽の新設をする事業を実施しておりまして、平

成２７年度は５人槽１基を新たに新設いたしました。執行経費としましては、この工事請

負費１１１万２，０００円が決算額となり、対前年１，１８３万６，０００円の減となっ

ておりますが、新たに新設した件数の減によるものです。 

 １８２ページ、下段でございます。公債費の農集特定公債費償還事務でございます。こ

こに上げられますのは、農業集落排水事業の地方債元利償還、それと特定地域生活排水処

理事業の合併浄化槽の地方債元利償還ということで、それぞれ７，６４８万４，０００円、

２，０７９万７，０００円、合わせまして決算額９，７２０万８，０００円となりました。

対前年比１，４６２万９，０００円の減となっておりますが、公債費の償還がピークを過

ぎておりまして、年々減少傾向にあることから減額となっております。以上です。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして、質疑、意見ございますか。 

 福田委員。 

○福田委員 今度は、１８０ページの上段、集落排水の設備の管理委託料を各地域に出し

とると思いますけど、維持管理を各地区に出しとると思います。特に石見は各グループで

受けとるというところがありますが、そういうとこが、そこの金額が総額で幾らになるか、

ちょっと教えていただきたいんですけどね。 

○山本委員長 何ページですか。 

○福田委員 １８１。早いか、まんだ。 

○山本委員長 いや、１８０というふうに聞こえたので、１８１ページ。済みません、も

う一度、１８１ページの何行目になるんですか。 

○福田委員 真ん中ぐらい、処理場管理委託料等５６６万８，０００円、この分ですね。 

○山本委員長 処理場管理委託料の明細ということですか。石見地区ですか。全体で。わ

かりますか。 

 財原課長。 

○財原建設課長 ちょっと今、手元に詳細なものがありませんが、施設管理委託料として

地元の方に周辺の施設管理をお願いしてる件ですが、その総額としては、今、決算書には

５６６万８，０００円のうち５５０万８，０００円を執行、済みません、失礼しました、
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総額はちょっと今手元にないんですが、大抵施設ごとに月額１万円ですね、原則１万円を

毎月委託をお願いしているところに委託料として支払っております。ですので、４施設、

１施設１万円、１２万円の……。 

○福田委員 違うで、それは。維持管理だで、掃除したらならんのだ、この施設を。中石

見にあるでしょう、集落排水の施設が。あそこの維持管理でしょ。そこのを１万円でする。 

○山本委員長 ただいまの説明は、施設周辺の多分草刈りとか、そういう維持管理に月１

万円という説明だったと思いますが、質問は違う内容ですか。 

○福田委員 違う違う、施設です。浄化槽管理じゃない、施設の。 

○山本委員長 もう一度。 

○福田委員 質問は合うとる、答弁が違う。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 済みません、施設ごとの集計は、ちょっと今、手元にございませんが、

例えば生山、霞ですと、月額、４月分ですと１５万８，０００円、それと多里の施設です

と１３万７，０００円、月額で払ってるところは、月額金額はそういった金額になります。

総額にすると、生山、霞で年額、約１９０万円程度、それと多里で１６４万５，０００円

程度の支出となってますが。 

○山本委員長 済みません、もう一度質問をしてください。 

○福田委員 今、業者のやつを言いなったけど、地域に委託管理させとるでしょ、管理を、

自治会とか各クラブとかに出しとるでしょ、その金額ですよ。 

○山本委員長 それが１万円という話じゃないんですか。 

 高橋室長。 

○高橋室長 福田議員御指摘の委託料でございますが、処理場の周辺管理委託料というこ

とで、処理場の周辺及び処理場で発生しましたいわゆるし渣というものでございますが、

それの処分の関係の管理を年間契約でさせていただいてもらっております。２７年度決算

におきましては１年間１２万円ということで、毎月１万円ずつお支払いをさせていただい

てもらっております。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 それで、これ決算だけえ、今度これを上げるいうことは考えてないですか、

全然。 

○山本委員長 高橋室長。 
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○高橋室長 周辺管理委託料の増額ということでございますが、平成２８年度におきまし

て、生山・霞地区の処理場におきましては、処理場に隣接しております広場、公園の管理

が非常に広範囲にわたるということで、団体のほうからも要望がありまして、面積的な広

さ等を考慮いたしまして２８年度増額させていただきました。また、ほかの施設におきま

しても、現在、各団体が御高齢になられて、なかなか管理をするのが大変だというような

御意見もいただいております。そのあたりを踏まえまして、また金額のほうは執行部のほ

うと調整をしながら決めてまいりたいと思っております。 

○山本委員長 そのほかございますか。 

 ないようでしたら、建設課全般で質疑漏れがありますか。 

 古都委員。 

○古都委員 与えられた機会に思いつきませんで、後になりまして申しわけございません。

１３７ページの単県土地改良、日南町畜産センターの放牧場修繕工事というふうになって

おりますけども、具体的な場所と何をされたのかということをお教え願いたい。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 この件につきましては、農林課も関係するんでありますけども、畜産セ

ンターの堆肥置き場ですか、そこの隣が雨によってのり面が崩れているということと、そ

れと放牧場へつながる道路ののり面が崩れとるというところで、畜産センター自体も農林

事業ということで事業に乗れるということで、土坡の突き直し、それと植生で芝張り、そ

ういった比較的修繕としては軽微な工事を行いました。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 放牧場は別ルートから入れるんで、今の施設から放牧場に行く道がどれだけ

壊れたのか知りませんけども、別に支障はないし、放牧利用がどれだけあるのか、ほとん

ど放牧はされてない認識をしておりますけども、そんなとこにこれだけの額が要るかとい

う思いもいたしますが、当初予算のとき、今から思えば、工事請負費で町施行分というこ

とで４００万を組んでおられますけども、まず全体的に、この単県土地改良事業というの

は、しっかり守る農林基盤交付金、単県ですね、土地改良施設を修繕し、農業基盤の整備

を図る、これが条件になっとるわけでして、これは別に土地改良事業でしたものではない

と私は思っておりますけど、それに支出されることが適正なのかどうか、そこら辺の見解

をお伺いいたします。 

○山本委員長 財原課長。 
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○財原建設課長 この放牧場の修繕につきましては、交付金をいただく県からも協議をし

て確認はいたしました。農業土地改良ですべからくしたものという捉まえ方ではなく、農

業施設の基盤整備ということで、これは個人でつくられた農道なり水路なり、そういった

ものも壊れたり、改修をしたいというものの対象になります。畜産につきましても、畜産

農家が放牧して、その間に、畜産の方法として放牧場で夏の間、牛を放牧して負担を減ら

すというような意味合いもあるということではありますけど、この放牧場自体は農地とい

うような扱いをしておりますし、その中に走ります場内道路ということを、これを保全す

るという意味合いとして、基盤施設整備の一部ということで事業適用になるというふうに

確認をして実施しております。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 しかしながら、いわゆる早くなぜ、結果的には２５０万ですか、かかったと

いうことですけど、当初４００組んだときにはそういう具体的な説明はないわけでして、

予算書には、あくまで土地改良施設を修繕しと、こうなっとるわけで、ですから土地改良

施設では私は思っております。 

 なおかつその上、申し上げさせていただければ、４００万組んで２５０万で予定よりも

減額しとるわけですけども、これにくくってある単県土地改良事業で多くの農家は材料を

もらったりとかいわゆるして、自分の農地の保全を図りたいということでたくさんの方が

申請しておられるけども、金がないということで、ずっと年送りになっとると思うんです。

そこを放牧地ののり面云々ということの緊急性と、各農家が、例えば桁が沈んだとか用水

路の裏がどうなったかとかいうことで非常に要望が大きい、それには予算がないという話

で、放牧場に行く道は別の道もあるのに、なぜこっちが緊急性があって２５０万の支出が

優先されたのか。 

 本来はそうじゃないと思うんですよ。年に何日間か放牧されたりされなかったり、ほと

んど実態はないと思いますよ。もともと放牧場は今のいわゆる畜産施設から行く道が本道

ではなくて、もうちょっと上側に行ったところから入る舗装道路まであるわけです。そこ

に緊急性がどうあったのか。多くの農家が期待しておる原材料配付してもらったりして、

地域施行、いろいろあると思いますけども、それの金が足らないということで年度送りが

なっとるのに、同一事業内でのその判断が私はおかしいんじゃないかと思いますが、見解

を問います。 

○山本委員長 財原課長。 
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○財原建設課長 委員御指摘のとおり、年度当初には４００万円の町施行分として予算を

確保しております。２７年度当初におきましては、神戸上の農道と花口の農地をこの４０

０万円で修繕するという計画にしておりましたが、たっての農林課からの要望がありまし

て、この事業を先送りして優先的に４００万円の配分内で実施するという経過に至ってお

ります。逆に言えば、４００万円から残りました約１５０万につきましては、県からの交

付金が十分使えるような地元施行のほうへ回して実施してるということで、御理解いただ

きたいというふうに思います。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 私、ちょっと今、電卓は持ってきておりますがたたいておりませんが、本年

度予算は１，４８２万３，０００円、決算額は１，０７９万円じゃないかと思いますけど

も、いわゆる減額がかかっとる、ちょっと途中の補正は資料を持っておりませんけども、

それでいいわけでしょうか。 

○山本委員長 ２８年度ですか。 

○古都委員 ２７年度の予算が１，４８２万３，０００円ではないかと。 

 財原課長。 

○財原建設課長 済みません、補正予算の詳細がちょっと今、手元にございませんが、２

７年度当初、１，４８２万３，０００円、御指摘の金額で予算を計上いたしております。

最終的にこの事業が予算現額として１，０９０万６，０００円、約４００万円弱の減額と

なってます。執行も、それに見合ってほぼ予算内ということで実施しました。このしっか

り守るの交付金事業につきましては、全県で上限２億円というのがありまして、各市町村

の取り合いというような状況になっております。予算当初には最大限できるように県のほ

うにも予算要望しておりましたが、配分額が予算額に届かなかったということで、ちょっ

と経過は申しわけありませんが、年度中途で実績に見合うように減額をしたことで１，０

００万円に落ちてるというふうに御理解いただければと思います。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 そこで、先ほどから申し上げておるように、各農家がいわゆる要望に対応し

切れんだけの申し込みをして、今、何割、当初からいうと申し込みに対して処理されたの

かわかりませんけれども、そういう状況の中において、いわゆる農林課優先をするという、

私から言うと、別ルートもあるわけですね、舗装された進入路もあるわけ。あくまで今回、

課長が言われたのは、いわゆる事務所から近い道という話ですから、ですからそこら辺の
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予算振り、説明の中で言われた、当初持っておったいわゆる単県土地改良事業の改良施設

の修繕をするというものがうまくできなかったんで、代替に農林課の要望したものを優先

してすると。それであるならば、各農家が希望しとるものに充当するべきだと私は思うわ

けです。今回、私はこのように申し上げますけども、今後においては、答弁をいただいた

後に、ぜひそういった配慮も各農家にいただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 委員御指摘のとおり、この事業の要望件数はかなりなものになっており

ます。今のところ２年、３年待ちという案件も出てきておる状況でした。そうした中、御

指摘ありますように、本当に農家、個々、意欲がある農家が営農するに適正に事業が実施

できるように、基本的には受け付け順だというのがありますので、そういった中でも町の

施行分と地元施行でも緊急性を勘案して予算の執行に対して予算配分をきちんと協議検討

しながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 これもちょっと聞き漏らしておりましたんで、御意見を伺いたい。 

 １４０ページです。説明いただきました交通安全施設、町長も本年の施政方針で高齢者

の交通安全を考えて、車をやめられたら別途支援をしたいというようなことで、いわゆる

交通安全について町政の指針に加えられたわけですが、それに先立って２７年度決算では

ありますけども、交通安全施設、私も以前、情報提供を２年も前に申し上げて、交通安全

上、非常に危ないではないかという情報提供を差し上げたわけですが、本年もなかなかで

きないのでお伺いしたら、予算がもうないというお話をいただきました。予算がなけにゃ

仕方がないわけですけども、先ほど来、順番の話をしとるんですけども、交通安全施設、

カーブミラーだとかいろんなもんがあると思いますけども、ガードレールとかいろいろあ

ると思いますが、どういう順番で予算の範囲でやられるのか。順番は、申し込んだ順なの

か、危険度の高さなのか、何年待てばいいのか、その基準について教えていただきたい。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 交通安全施設につきましては、従前はカーブミラーの立て込みが主とし

て危険箇所のガードレールとかいったことで、かたいものに対して事業を実施しておりま

した。それは基本的には要望があった順、それと事故があった危険箇所とかいうようなと

ころで取り組んでおったところです。それを近年、区画線、白線の引き直しに変えており

ます。これにつきましては、自治会要望なり、まち協からの要望なり、そういったものが
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あったところからというようなところで、ほかの修繕計画のような箇所づけというのはま

だいたしてはおりません。職員が、要望が出た箇所で危険があって早期に引き直しが必要

だと思われるところから順次やっている状況であります。ということで、カーブミラーな

り、それとか路側の立ち木の枝葉が道路にはみ出している伐開だとか、なかなか要望に応

えられてないところもありますが、農道でもありましたように、伐開等は、危険が伴うよ

うなところから委託ということで、順次始めております。 

 カーブミラーとかにつきましては、近年かなり年数がたって、せんだっても台風の風の

影響でか、倒れたとか、かなり根本が腐食してるものもあったり、レンズが外れたりなん

かしているものもあっております。そういったものも道路の施設点検の中で現況を確認し

て、順次、修繕を進めていきたいというふうに考えます。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 別件で、いわゆる道路パトロールもして、年３回でしたか、４回でしたか、

いう話も先ほどあったわけですけども、ガードレールが曲がったというのは、別に曲がっ

たとこにぶつかっても落ちることはないと思いますが、誰もが毎日通る道で、一番信用し

ておる例えばカーブミラーの向きが除雪で変わっとったというような場合には早急にしな

いと、みんながそこを当てにしてそれを見て通っとるわけですね。春先に除雪でカーブミ

ラーの根本の押したというようなものについては、結構早く対応しておられるというふう

に認識しておりますけども、いわゆる経年劣化の件については、特にカーブミラーあたり

は白ぼけすると、向こうから白い車が来てもほとんどわからない実態があるわけ。ですか

ら、町職員も何百人が毎日通っておられるわけですし、当然担当課のパトロールも定期的

にやっとるという話を先ほどされたわけです。今後、特にそういうものに気がつかれたら、

職員からの情報なり、先ほど課長は、まち協、自治会という言葉しか言われませんでした

けれども、個人なり、交通安全協会なり、いろんなとこからの情報を総合されて、事故が

ないように。我々の年になると、事故をすると、人身事故あたりをやると、もうその後の

人生全部お金をそこに払わにゃいけんという実態が起こるわけで、それが今回の町長の高

齢者の、いわゆる事故が起こらないようにという思いだろうと思っておりますけども、御

認識いただいて今後対応していただきたいと思います。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 御指摘の点、建設課のほうには、そういった点で臨時職員もそういった

面で対応等、実際しております。情報があった都度、早期に現地確認して、直すものは直
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す、そういった業者のほうに手をかけるなら依頼するというようなことで、スピーディー

に処理ができるように努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○山本委員長 そのほか。 

 福田委員。 

○福田委員 全体でいいですね。 

○山本委員長 はい。 

○福田委員 全体で、これまでの未収金の問題あれこれ監査委員も指摘しておりますけど、

住宅関係でちょっとお尋ねしたいんですけど、住宅使用料が６５万９，０００円、これふ

えておりますね、今年度。そして水道が４２万２，０００円、下水道は７２万５，０００

円と、それぞれ増加しておりますね、これは。この対応はどのようにしておりますかな。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 議員御指摘の未収金でございますが、未収金につきましては、税の関係、料

金の関係がございます。現在、町全体におきまして未収金に関する対策の会議等を設けて

未収金の解消に努めるよう現在進めておるところでございますが、毎年この未収金につき

ましてふえておるという状況でございます。未収金のこの対応につきましては、現在、建

設課のほうにおきまして定期的な訪問を行っております。また、未収金の訪問だけでは対

応がなかなか難しいということでございましたら、そのあたりは、また次の手段といいま

すか、方法ということで、御利用者の方には少しずつでもということで、返済のほうをお

願いしておるという状態でございます。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 そういう今説明がありましたけど、個別にいいますと、この住宅の使用料の

滞納ということになれば、１戸当たり一番最大でどのぐらいの残がありますか、未収金が

１戸当たり最大で。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 未収金で最も多い現在の方だということでございますが、お一方、住宅料、

上下水道料合わせまして２４０万近い金額の方がおられるということでございます。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 ２００万からの住宅使用料を滞納しとって、それが対応はできてないいうの

はおかしいだないかな、月にして何ぼか、これは大きいですよ、２００万からいうことに

なれば。１戸当たり使用料にしたって３万か、４万の使用料、住宅使用料は、それが２０
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０万からのを払ってないいうことは、ちょっと滞納してあるいうのはおかしいじゃないか

な、それをほっとく自体が。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 今、室長のほうからは具体的な数字を申し上げたところでありますが、

ほかにも何者かこのままではというのは、今に限ったことではありません、これまで従前

ずっとそういった傾向があります。ただ、こういった方々は、また税のほうもあわせてあ

ります。そういったことで、未収金会議とか、そういったことで住民課とは建設のほうも

使用料については債権としてはあわせて収納に努めてるということもありますし、一緒に

訪問するなり、集金いただいたものを配分するなり、そういったところで努めております。

確かにこの一番大きい額の方についても、その都度、毎年なり、時期時期に行って収納を

お願いしますが、実際、生活状況とか、そういったものを勘案しますと、なかなか滞納も

わからないかなという面もあります。ただ、約束しても、なかなかそれが守れないという

ようなことが実際続いておりますんで、方針としては、次の方法というところも声が出か

けてるところではあります。ただ、最終的には、全ての借り入れなり生活状況なり、そう

いったものを勘案して整理のほうにいきたいというふうに思っております。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 課長がさっき答弁しましたけど、それだったら早くこれは執行せんと、いつ

までも執行せんとずっとあると何百がもっと大きなる、金額が。２００万の金額いや、住

宅で、何年間かかる、これは。そういうことを勘案して、今、財原課長が言うように、執

行を早くせないけんということになれば、即でも執行するべきだないかな、これは対応を。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 高額な者なりにつきましては、やはり未収金会議の中で住民課とも整理

しながら進めていきたいと思います。またほかにも、先ほどの指摘もありました少額の者

が新たにやはり、少額ですけども、出てきております。そういった方がこういった長期滞

納にならないように収納について努めていきたいというふうに思いますので、よろしくお

願いします。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 住宅に入るときは保証人はおらんですかな、これ保証人はなしですか。 

○山本委員長 財原課長。 

○財原建設課長 町営住宅には保証人を添付して入居決定してる経過があります。いろん
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なケースはあるんですけれども、次の手段というのは、またそういったもの、それなり最

終的には退去の協議、そういったことまでのことが起こると思いますので、そういったも

のも含めて住民課と連携していきたいと思います。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 そのほかございますか。 

 ないようでしたら、建設課の聞き取り審査を以上で終了いたします。 

 職員の皆様には、退席をしていただいて結構です。お疲れさまでした。 

 ただいまの建設課の聞き取りにつきまして、特に指摘をしたいというような意見がござ

いましたらお願いをいたします。 

 福田委員。 

○福田委員 さっき私が言いました未収金の撤収……（「撤収じゃない、回収だ」と呼ぶ

者あり）回収。 

○山本委員長 未収金の回収に努めてほしいという意味ですね。 

○福田委員 はい。優しく言ったっていけんで、してほしいとかお願いしますじゃなしに。 

○山本委員長 未収金については各課にわたることでありますので……。 

○福田委員 委員長に任せます。 

○山本委員長 今までの課でもありました。 

 そのほかにございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようでしたら、建設課についての審査は以上で終了しますが、昨日、農林課の審査

におきまして資料提供をお願いをしておりまして、その資料が届いておりますので、休憩

をとった後、農林課に上がっていただいて説明を受けたいと思います。よろしいでしょう

か。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 そしたら、１０分休憩をいたします。再開は１１時３５分からといたします。 

〔休  憩〕 

午前１１時２５分～午前１１時３５分 

○山本委員長 会議を再開します。 

 確認をお願いいたします。お手元に農林課から届いた資料が２枚あると思いますし、も

う１部「日南の森林（もり）だより」の印刷したものがあると思いますが、これは私の判

断で、フォレストアカデミージャパンが発行されたものを資料提供としていただきました。

御確認をいただきたいと思います。 
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 そうしますと、先日の農林課から資料提供いただいておりますので、この資料について

の説明をお願いいたします。 

 青葉課長。 

○青葉農林課長 それでは、失礼いたします。本日、資料として提出をさせていただきま

した。きのう御質問のあった件でございます。１つは、出立山見本林の整備標柱看板の作

成事業におきまして委託費を支出をしておりますので、委託費支出の事業内容及び委託先

ということで資料といたしましたので、御確認をいただきたいと思います。 

 それから、もう１点でございますが、山林情報事業のほうの委託先でございますＮＰＯ

法人フォレストアカデミージャパンの事業実績についてというお尋ねに対しまして、１年

間の事業内容については口頭で御説明申し上げましたが、今回、資料として提出をいたし

ております。情報紙「日南の森林（もり）だより」の発行、それから山林事業の収集事業

ということで、収集先、収集方法等について資料としておりますので、よろしくお願いい

たします。以上です。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして、質疑、意見ございますか。 

 惠比奈委員。 

○惠比奈委員 フォレストアカデミージャパンの山林情報収集についてですけれども、情

報紙を見せていただきまして、これは、町外の不在村地主には何部、そして町内に、もし

配られていたら、何部ということがわかれば教えていただきたいと思います。 

○山本委員長 坪倉室長。 

○坪倉室長 今の御質問にお答えいたします。 

 印刷のほうは３５０部印刷をしております。町外への不在村地主さんに２９５部でござ

います。米子市と境港市さんも本町に山をお持ちでございますので、これを含めて２９５

部、それとあとは県等関係機関に６部ということで、発送については３０１部発送いたし

ております。これについては、以前発送しとったけど、町内にＵターンで帰られた方等に

下さいということでお分けしているものが、残りのものについては、そういう形でお分け

しているということで確認しております。 

○山本委員長 惠比奈委員。 

○惠比奈委員 それから、山林情報を収集するということで委託料が出ているというふう

に思いますけれども、この実績を見る限り、４月から１０月までは情報収集が行われてお

りません。そして今この森林だよりを見ますと、第５６号、２７年１２月号に、１２月よ
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り山林情報バンク聞き取り調査事業を再開しましたというふうにありますが、この４月か

ら１０月まで情報収集が行われていなかった間についての委託料についてはどういうふう

に考えておられますか。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 全体的な委託契約の中で整理をさせていただいておりますが、その間、

森林だよりの発行にかかわる費用でございますとか、それから経費、各方面へ出向いたり

の費用もかかっておりますので、全体的な費用の中で考えております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 そのほかございますか。 

 古都委員。 

○古都委員 広報紙を発行されると、何を目的に発行しとるのか。この中身を見ますと、

最終的に不在村地主さん、町の林業政策の中で、今計画がないとか使われないなら売って

くださいとか、あるいは適正な管理をしてくださいというような、いわゆる発行目的の文

章が、今もらったばかりで全部読んでませんけども、あんまり感じられない。山に関する

行事が、こげなことがありましたよというものは確かにしっかり載っとりますけども、不

在村地主さんに何を求めるかということはどこら辺に載っとるかと思うわけです。いわゆ

る調査をして、調査の目的が相手に伝わるような広報紙ではないではないかと。現在、日

南町ではこれだけの不在村の方がおられて、特に歩いてみると、林業的な管理、いわゆる

打ち枝だとか間伐などがなされておらんで、せっかく植えられたものが無駄ですよと、ぜ

ひそれだったら伐採させていただいて日南町の林業振興に寄与してもらえませんか、ある

いは売買の希望のある方は御連絡くださいとか、そういうものがあるべきじゃないかと思

うんですが、ほんに配っただけかなと思うんですが、そこら辺、どのような形でこの調査

を頼まれたのか、いま一度説明をいただけますか。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 不在村の地主さんの中には、長年もう本町のほうにお帰りにならない方、

それから世代交代をされて若い方になられて疎遠になったという方もたくさんいらっしゃ

います。その関係で日南町の町の動き全体を情報、山林関係の情報をお伝えするというの

も一つ目的があるというぐあいに思っておりますし、それから実際にどういう管理を将来

的にされますかというような問いかけについては、個別のアンケート表をお配りをしなが

ら、現在の状況、それから皆様方のお考えを聞かせていただくようなアンケートはさせて
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いただいております。そういうようなアンケートをまとめて、不在村地主さんの意向の把

握というような事業に生かしておるところであります。 

 それから、訪問調査という形で事業を行っていらっしゃいます。この訪問調査も、聞き

取り事項を事前に用意をされて、その林家さんのお考えを実際お宅に伺って聞き取りをす

るということでありますから、そのアンケートとはより濃い内容の情報収集ができるとい

うぐあいに考えております。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 先般、同僚議員が質問して、いわゆるプライバシーの話が担当課からは明確

な返事がなかったように記憶しております。この不在村、約２９５名ですか、の調査あた

りが実際にどうしてできたのかと。例えば先代から出とるとか亡くなった人がおるとか所

有者名でということになると、戸籍まで調べないけんと思うんです。莫大な事務量だと思

うんです。そういうことがこの短期間にどのようにしてなされたのか、そこは当然委託さ

れるときに注意をしておられると思いますけれども、あるいは役場から名簿も添付して委

託されたのかもわかりませんが、そこら辺は実態はどういうふうに承知しておられますか。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 配付先は、一覧表として見せていただいてはおりますけれども、実際に

相手先として情報の発信先としてそのデータの把握をどうしてしたかということなんでし

ょうけども、フォレストアカデミーのほうで独自の調査をされて情報として得られたとい

うお答えしかちょっと答弁できないんですが、町のほうとしては、確かに固定資産税にお

ける山林の所有者という大きなくくりになりますと、それでは相当莫大な数値になろうと

思います。そうじゃなくて、林業関係の森林を持っておられる方をリストアップされて、

送っていいでしょうかというような確認をして今のリストができておるというぐあいに思

っております。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 今言われたですけども、いわゆる山林所有者をリストアップしてと、それ自

体もそう簡単な話ではない、どっかから情報提供がないと不可能に近いことだと思います。

たとえ個別に自宅を訪問したとか電話で話したと言われても、それはもう既に相続登記が

済んどって本人名義になっとればですけど、共有財産の場合には、たまたまそのうちの１

人ですね、そういうとこの調査をしても解決する話じゃないと思うんですよ。地籍調査等

のように、誰を代表者にしていただけますかと、これは法的根拠を持って調査するわけで
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すけど、この手の一般調査について、そう簡単に情報を集めるなんてということは不可能

だと思っとるんですが、答えにくいという箇所の話ですけども、やはり能力があるのかど

うなのか、この組織にですね、調査能力があるのかないのか、あるいは先般お話しになっ

たように、森林組合だったら、少なくとも古くてもいわゆる組合員原簿あたりがあるわけ

ですから何割かのものはつかめると思うんですけども、委託先が適当ではないというよう

な気がしますけど、この点についてはどうですか。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 委託先につきましては、フォレストアカデミージャパンのほうに活動体

としての調査能力と、それから山林所有者としての相手先がわかっておる部分についてと

いうことで、我々は調査活動のほうはお願いをしております。その相手先については、森

林組合等にも組合員の情報もあろうかと思いますので、そのあたりは連携して取り組まれ

たんじゃないかなとは想定はしております。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 そうすると、森林組合は、そういう自分のとこの情報を外部に公表されたと

いうふうに今の答弁からいうと聞こえますけども、いわゆる人の情報を森林組合が他団体

に情報を流したというふうに聞こえますけど、そこはそれで間違いありませんね。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 私も、そこは非常に危惧はしておりますけれども、現状的には正式にお

答えはできないので、例えとして話をさせていただいたということでございますので、御

理解いただきたいと思います。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 何で正式に答えられないんですか。役場をこれを委託したわけでしょ、実態

を把握せん、情報漏れがあるような状態がわかっとって委託されたわけですか。委員長、

委員長。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 課長言われるように、正式には話せない、テレビ中継も入っておりますので、

それは今の分については、また後日、情報としてお伝えいただくということで、一応終わ

ります。 

○山本委員長 そのほかございますか。よろしいですか。 

 坪倉委員。 
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○坪倉委員 １つ確認ですけども、森林だよりの発行と送付の経費と、それから不在村地

主の調査の経費の内訳ですね、２０１万３，０００円の内訳について説明をお願いします。 

○山本委員長 坪倉室長。 

○坪倉室長 失礼します。まず、森林だよりのほうの発行でございますけど、印刷費で４

９万８，９６０円で、それに対しての発送の郵券のほうですけど、２２万７，６８２円で

ございます。それの発送に当たっての封筒等ですね、これが２万４，３００円支出、森林

だよりの関係で出ております。それと調査のほうですけど、リース車両、車両のほうを借

り上げたりして米子等に出かけておりますので、これの借り上げ料と保険料等、車両関係

で１５万８，１０９円です。それと調査御協力いただいた方には、若干の謝礼ということ

で、１万５，０００円出しております。調査関係等では以上でございます。 

○山本委員長 よろしいでしょうか。坪倉委員、よろしいですか。 

 そのほかございますか。 

 ないようでしたら、このこと以外で何かございますでしょうか。 

 大西委員。 

○大西委員 昨日の御答弁で、私、質問したのは、商品開発、農林課の１１５ページです

が、目標が５０件となっておるがという質問したら、１４と、その委託先が１４という答

弁でしたけども、それについての内容をもう一度確認いたします。 

○山本委員長 実延参事。 

○実延参事 失礼します。昨日の日南ブランド商品開発において、日南町総合戦略におけ

る目標、５年間で５０件、初年度１４件に対しまして事業者が１４と発言したことを記憶

しておりますが、その御指摘の意味合いを履き違えて勘違いをしておりまして、改めまし

て確認をしましたところ、商品コンセプトを１４件として整理をしておりました。おわび

して、訂正させていただきたいと思います。 

○山本委員長 大西委員。 

○大西委員 戦略会議には、この商品開発について２つの項目があるわけですね。１つは

１４件という項目と、もう一つは、５年間で道の駅で販売する商品を５０品作成すると、

この２つがあるわけですね、両方とも５０ですが、ただ、この評価のほうには１つしか出

てないんですよ。これはどういうことですか。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 評価のやり方につきましては、一応、企画課のほうの方向性をもって評
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価資料等を作成いたしておりますので、私どもとしては、その提出した資料につきまして

は、ブランド開発のＫＰＩ、５０に対して１４ということで整理をしております。 

○山本委員長 大西委員。 

○大西委員 私の質問は、これには２つあるわけですね、これにですね、５０品目の道の

駅でやるのと、もう一つ、一番最初に書いてある５０件と。最初の５０件は出ました。で

もその５０品目については出てないんですよ。それを今５０品目のうち１４品目って言わ

れましたけども、２つの項目があるわけですよ、その１つが消えてしまっておるわけです。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 お答えのちょっとまずいところがありますが、今回の商品コンセプトと

いうぐあいに今、御説明申し上げました。事業者数ではありません、コンセプトの数です

ということですので、例えばコンセプトが、トマトジュースを使った商品化というコンセ

プトを１というぐあいに捉まえまして、それには、できた商品数といいますのは４品目が

できているわけです。そういうぐあいに、できた商品数といいますのは、きのうも御説明

いたしましたように、総数で２７品目、６５種類というような商品の数を作成をいたして

おりますけれども、我々のＫＰＩの整理としては、５０件に対して１４件という評価をい

たしました。この１４件については、商品コンセプトというぐあいに捉まえて表記をいた

しておるということでございます。 

○山本委員長 大西委員。 

○大西委員 ならば、２８年度の目標数値は幾らですか。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 この総合戦略の冊子のほうを確認をいたしますと、御指摘のとおり、５

０件とか５０品目とかという表記をしておりますので、この点につきましては精査して修

正すべき点は修正したいというぐあいに思います。 

○山本委員長 大西委員。 

○大西委員 もう９月ですので、半年を過ぎておりますので、早急に訂正していただいて、

目標を立てていただいて実行していただきたいと思います。じゃあ、以上です。 

○山本委員長 そのほか。 

 古都委員。 

○古都委員 もう一つ、追加資料で出していただきました出立の関係、昨日も話しており

まして、ちょっと厳し過ぎるぞという意見もありますし、もっと詳しい聞けえという意見
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をもらいながらきょう資料をもらいましたが、果たしてこの委託先が鳥取大学が正しいの

でしょうか、連携として。総体経費の５割に届いてないと思いますし、これ見ますと、そ

れから例えば大学の各部がこの金銭の受領を行っておられるのか、どなたの契約されたの

か、ちょっと不明に思うわけです。 

 坪倉室長においては記憶があると思いますけども、その周辺地の樹木の名前の看板とい

うような話、昔、かまぼこ板みたいなのを白く塗って名前をつけてもらってぶら下げた経

過もあるわけで、そがなものを新たに調査する必要があるのかどうか、私も疑問に思いま

した。それは、もっと大学の先生に調査してもらったほうがいい、下のほうに英語で書い

てあるのかもわかりませんけれども、いずれにしても、この委託配分、仕事の中でいわゆ

る本体をなす工事、設置部分については大学ではないと、主にはですね。そういうものを

なぜ大学連携に持っていって、果たして本当に大学の誰と契約されて誰が受領されるのか。

これ見ますと、工学部が前に出ておるようですけども、そこら辺について状況を教えてい

ただけますか。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 実際には、ここに、出立の一部のエリアの中に私どもがＰＲしたいＦＦ

Ｃを絡んだ貴重な天然林の状況、それからそういうものについては大学の先生にある程度

見ていただきながらアピールすべき樹種というものを決めていただいて、それを表記をさ

せていただいたということと、それから周辺の中に出立山に人工林も施業しながら進めて

おりますので、それらを周遊するコース設定をしていただいたというのが１つの一番大き

なポイントでございまして、現実的には、そういう周遊していただけるようなコース設計

というものを大学のほうにお願いをしたということでございます。実際に大学のほうから

の御提案をいただきながら、設置事業については各委託先のほうに委託をしながら事業実

施をいたしております。以上です。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 全体趣旨はそれでわかります。それについては、当然いわゆる整備調査いう

ことで賃金や旅費を払っておられるようでありますけども、委託がいま一つわからんのは、

頭として、この総額１６６万８，７８５円の委託先は鳥取大学で、鳥取大学が以下、委託

をして看板や見本林整備に伴ういわゆる名前板等をされたのか、個別にそれぞれに項目を

振って委託契約を結ばれて、これでいうと４者ですね、になっとるのか、それについてお

聞かせを願います。 
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○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 事業の実施については、この４者それぞれに委託という形をとらせてい

ただいております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 古都委員。 

○古都委員 わかりました。 

 備考欄の後段に、路面成形、清掃、草刈り、標柱看板等の設置、これは、ほんなら鳥取

大学がなされたというふうに理解してよろしいですね。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 はい、そうです。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 古都委員。 

○古都委員 掃除は、大学が来てされたわけですか。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 設置に伴いまして学生さんが来られて実施をされました。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 福田委員。 

○福田委員 関連ですけど、今、同僚議員が質問しとるんですけど、私は、この連携につ

いて、鳥大との連携、こういうのは、小学生が出立でキャンプしとったね、森林の、そう

いうときにもう名前がついとったと思うんですわ、木の名前は全部ね。そこで、まして鳥

大との関連で、またそこに書かなきゃいけんかな。それちょっとおかしいだないか、この

銭の出し方が。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 樹名につきましては、出立山全体を捉まえますと、多種多様なものがあ

ります。その中からコースとしてアピールしたいものを抽出していただいて、希少性のあ

るもの等を町民の皆様方に御紹介するという意味で表示板等を用意しておりますので、そ

のあたりについての希少価値の価値観については大学のほうにお願いをしたいということ

であります。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 価値観とかって、人によって違いますけえね、価値観いうのは。日南町に対
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して日南町の住民が、本当にこれ価値観があるかないか、看板立てて、そこら辺ですよ。

全般に見るだったら博物館に行きゃいいが、これは。 

○山本委員長 坪倉委員。 

○坪倉委員 昨年９月に補正予算で図面もつけて説明をいただいております。結果として

委託先がどうだったかということはあろうかと思いますけども、樹名板をつくるとか散策

道を整備するとか、既に議会として議決した事項であります。その辺の確認もお願いした

いと思います。 

○山本委員長 福田委員。 

○福田委員 予算のときに確認した、議決したいうことはわかります。でもこういうもん

に銭使うことはないわ、ほかのもんに使やいいがな、お金を。看板でもいろいろ看板があ

るでしょうが、だったら、そこの辺がちょっとおかしい。議決したけえオーケーじゃない

わね。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 私どもといたしましては、出立山の中のやっぱり見ていただける展示林

の整備、それから周遊できる１キロ四方のあたりを中心にして、そこで希少性のあるもの

とかいうものを町民の皆様及び町外の皆様に情報発信する施設として整備をしたわけでご

ざいますので、そのあたりを大学連携、学術者としての大学の御意見を伺いながら設置を

したということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 先ほど質問して、まだお答えいただいておりませんが、大学との６５万円に

ついてはどなたの契約をされたか。作業には学者が来たという話を今されたんですけども、

学長なのか、ようわかりませんが。 

○山本委員長 青葉課長。 

○青葉農林課長 こういうコンセプトの設計につきましては、大学との委託契約を行いま

した。 

○山本委員長 古都委員。 

○古都委員 今、同僚議員から、予算通したんだからいう発言もありましたけど、見てい

ただければ、予算書にそういうことは出てない。だから聞かせてもらっとるわけで、予算

書の説明資料あたりに大学連携、大学とかいう漢字は一つもないわけで、決算書でこうい

うふうにばあんと表に出たんで聞かせてもらっとるわけで、そこは、じゃあ、その経過を
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いつどこでどういうことになったのかという話も聞かないけんですが、きょうはここまで

にしときます。 

○山本委員長 この決算審査特別委員会の趣旨は、この事業を実施したことによってどの

ような成果があったかということを審査する場でありますので、本日は時間ももう午前の

時間を過ぎておりますので、また時間をとりまして必要でしたら協議をしたいと思います

が、いかがでしょうか。（「よし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、午前の審査は以上で終了します。お疲れさまでした。 

〔休  憩〕 

午後１２時７分～午後１時 

○山本委員長 ただいまから決算審査特別委員会を再開します。 

 午後は、福祉保健課について審査をいたします。 

 初めに一般会計、次に介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計の順に進めます。 

 それでは、主要施策の成果及び財産に関する調書７１ページから７８ページ、介護人材

育成事業までの説明を求めます。 

 梅林課長。 

○梅林福祉保健課長 失礼します。福祉保健課の２７年度決算について事業ごとに報告を

させていただきます。 

 まず、民生費につきましては片岡室長のほうから、それから衛生費につきましては梅林

から、介護保険特別会計と介護サービス特別会計につきましては弓場室長のほうから御説

明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それから、まず最初に、おわびですけれども、お手元に正誤のメモをお渡ししておりま

すけれども、記載間違いが６カ所ございます。大変申しわけございませんが、訂正のほう

をお願いいたします。決算附属資料のほうで２カ所の訂正をお願いいたします。それから

介護保険の事業報告のほうで介護保険料の収納率を誤って記載しておりまして、その２カ

所の訂正をお願いしたいと思います。また、予算審査特別委員会でいただいていた意見へ

の対応の中で２カ所訂正箇所がございますので、訂正のほうをよろしくお願いいたします。 

○山本委員長 片岡室長。 

○片岡室長 失礼いたします。そういたしますと、７１ページ、民生一般管理事務のほう

から報告をさせていただきます。 

 民生一般事務、決算額５，０４５万５，５５１円、昨年に比較しまして４７９万３，０
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００円の減となっております。事業の内容でございます。社会福祉に関する全般的な連絡

調整事務、それから民生委員・児童委員活動の推進、それから戦没者追悼式の開催、在宅

高齢者の服薬支援、支え愛ネットワーク構築事業、放浪者、行旅人等支援、生活ボランテ

ィア養成講座の開設と修了者による生活支援ボランティア活動の支援、臨時福祉給付金事

業、安心生活基盤構築事業、それから新規に始まりました生活困窮者自立支援事業の内容

をこの民生一般管理事務で行っております。 

 成果でございます。民生児童委員の協議会の活動状況、こちらは相談件数が１４７件、

例月の定例会等の研修は２２回行っております。それから戦没者追悼式でございますけど

も、昨年２７年度は小学生による平和学習の発表と展示、日野高等学校による平和学習ポ

スターの掲示などを新たな取り組みとして行っております。合計１３７名の参加でござい

ました。 

 在宅高齢者の服薬支援、それから支え愛ネットワーク構築事業でございます。こちらは

３カ年で取り組むうちの２カ年目でございまして、山上、阿毘縁、石見地区の３カ所で地

域の支え、見守り体制の充実を図るための取り組みを行っております。 

 それから、生活支援ボランティア制度、６４歳以下でボランティア活動をされた方が昨

年１名ございました。それから臨時福祉給付金事業です。２７年度は、臨時福祉給付金支

給と、それから子育て世帯臨時特例給付金の２種類に変更となりまして、それぞれ臨時福

祉給付金が６，０００円、子育てが３，０００円という単価に改めてられております。臨

時福祉給付金が１，４０９人、子育てが３７１人の給付実績でございます。それから安心

生活見守りシステムの機器ということで、１０台購入をいたしました。 

 それから、新規の生活困窮者自立支援事業ですけども、主任相談員１名、相談支援員１

名、就労支援専門員１名を配置しまして体制を整えて、相談件数は２件ということで相談

を受けております。執行経費の内訳でございます。主なものとしまして、人件費３名分、

２，１５６万、それから委託料が５５９万３，０００円、使用料が１７５万、負担金補助

及び交付金が２０９万５，０００円、扶助費が９５６万７，０００円、償還金利子割引料

が８１４万１，０００円ということになっております。 

 では、続きまして、７３ページ、各種団体補助金及び負担金管理事務でございます。こ

ちらにつきましては、高齢者世帯の見守り、交流等の地域支え愛活動、福祉団体等の活動

支援、地域福祉活動連絡調整、地域福祉権利擁護事業、小・中学校福祉教育協力校支援、

高齢者世帯配食ボランティア活動の支援といった日南町社会福祉協議会の活動支援、それ
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から県内の福祉関係団体の運営活動費に対する支援ということで行っております。日南町

社協への支援としましては、事業補助金ということで、合計８０５万８，０００円の支出

を行っております。その中には、シルバー人材センターの運営費補助金も含まれておりま

す。それから福祉団体の運営支援ということで、こちらは例年どおり４団体に補助金及び

負担金を出すことにしておりましたが、２番目の日南町身体障害者福祉協議会運営補助金

は、補助金申請が、繰越金等もありまして必要ないということで申請がされなかったため

に支給は行っておりません。執行経費の内訳としましては８１６万５，０００円というこ

とになっております。 

 続きまして、７４ページ、障害者サポート事業でございます。決算額１１３万８，６８

７円、昨年と比較しまして１３万８，９６０円の減となっております。事業の内容につき

ましては、町内に住所を有する在宅の身体障がい者、身体障がい児、それから知的障がい

のある方、精神障がいのある方の生活におけるハード面、ソフト面のバリアの軽減及び自

立促進、安定した日常生活が送れるようなサポートということで取り組んでおります。内

容につきましては、人工透析患者の通院費の助成、知的障がい者医療費、通所費の助成、

精神障がい者医療費、通院費、通所費の助成、重度身体障がい者のタクシー助成、就労支

援、交通費の助成、就職支度金という内容で取り組んでおります。対象の方、３４名の方

がおられまして、６０万７，０００円の助成を行いました。その下、障がい者グループホ

ームに、安心して過ごせる環境づくりのために夜間世話人を配置した事業所に補助金を出

しております。障がい者グループホームの補助金ということで、２２万３，０００円の支

出を行っております。 

 では、７５ページに行きます。障害者自立支援制度運営事業でございます。決算額１億

４，５９８万８，１５４円、昨年と比較しまして６６９万８，８３２円の減となっており

ます。事業の中身ですけども、障害者総合支援法に基づきまして補装具費の給付、障がい

福祉サービスの実施、更生医療費、育成医療費等の給付、それから育成医療事務、それか

ら障害程度区分認定審査会に係る負担金、補装具、更生医療費過年度業務の実施というこ

とで、この事業で取り組んでおります。事業の成果等でございますけども、障害程度区分

認定審査、件数が合計で２１件、それから２番目としまして、補装具の給付１９件、２５

０万の給付、それから介護給付費です。３番目、５２１件で７，１６０万の給付、それか

ら訓練等給付費ということで６１５名の利用がありまして６，２００万の給付、それから

更生医療、育成医療の給付で１９件で、支払いが１５６万ということで行っております。
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執行経費の主な内訳としましては扶助費が大きくありまして、１億４，４００万の支出と

なっております。 

 続きまして、７７ページ、地域生活支援事業でございます。決算額４６１万５，８８１

円、昨年と比較しまして５１万３，２１８円の減となっております。こちらの事業としま

しては、障害者総合支援法に定めます地域生活支援事業に関しまして、相談支援事業、コ

ミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業を実施しております。

それから意思疎通支援事業も２５年度から取り組んでおります。事業の中身です。相談支

援事業が９市町村で事業委託を出しておりまして１２５万２，０００円の支出、コミュニ

ケーションが３１万、障がい者移動支援が１１万、日常生活用具の給付が１９２件ありま

して１９０万２，０００円の支出となっております。執行経費の内訳としましては、委託

料が１９４万、扶助費が２６６万となっております。 

 では、７８ページ、特別障害者手当支給事務でございます。決算額１０４万６，５８０

円、昨年と比較しまして６５万７，９８０円の減となっております。こちらの事業の中身

ですけども、福祉事務所の設置に伴いまして県より移管されております。在宅の特別障が

い者に対しまして、著しく重度の障がいによって発生します負担の軽減を図ることを目的

としまして、手当を支給をしております。特別障がい者の支給月が２月、５月、８月、１

１月の４回となっております。合計しまして１０４万７，０００円の支出となっておりま

す。その下でございます。介護人材育成事業ということで、２７年度の決算額１３８万３，

９３０円ということで、介護福祉の人材確保を目的に資格取得のための奨学金を貸与する

ということで取り組まさせていただきました。３名の該当がございました。ひとまず以上

です。よろしくお願いいたします。 

○山本委員長 先ほど課長のほうから説明をいただきました資料の訂正のお願いのペーパ

ーでありますが、５番と６番につきましては議会に提出をしていただいておりません。内

部資料でございますので、訂正の必要はないというふうに思っております。５番と６番の、

この最初いただいたペーパーの⑤、⑥は、議会のほうに資料として提供していただいてお

りませんので、訂正の必要はありません。 

 ただいまの説明につきまして、質疑、意見ございますでしょうか。 

 坪倉委員。 

○坪倉委員 先ほどの件ですけども、委員長が言われた２７年度当初予算の審査意見に係

るものについて、メールでは意見の抜粋という形で送っておりますけども、回答がついた
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ものを送ってもらったほうが、口頭だけでなくて、わかりやすくて、この今回の訂正も含

めてそのほうがいいと思いますが、対応してもらえませんか。 

○山本委員長 そのほうがよいということでしたら、ペーパーでの提出をお願いいたしま

すが、最初に口頭で説明をいただいております。時間がかかるので、各課の聞き取りの中

でということでございましたので、各課で聞き取っていただければというふうには思って

おりましたが……（「意見の抜粋だけじゃ意味がない」と呼ぶ者あり）そうですね。です

から、その意見に基づいて各課の聞き取りの中で、それはどうしたのかというふうに質問

をしていただければいいというふうに最初に皆さんの意見があったように私は受け取って

おります。 

 そうしますと、質疑、意見ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、７９ページから９０ページ、生活保護扶助費まで説明を求めます。 

 片岡室長。 

○片岡室長 失礼いたします。では、続きまして、７９ページから報告させていただきま

す。 

 ７９ページ、高齢者生きがい促進事業です。決算額１７２万１，８３８円、昨年の比較

しまして２７７万８，５８８円の減となっております。事業の内容です。長寿者敬老事業

ということで、白寿、９９歳の方と１００歳以上の高齢者を表敬訪問しまして、祝辞と記

念品をお贈りする、それから老人クラブの活動に対しまして活動補助金を交付するという

ことになっております。長寿者敬老訪問でございますけども、白寿の方、１００歳以上の

方を合わせまして１４名の方がおられました。それから老人クラブの運営費につきまして

は２３クラブございまして、加入人数が８２５人おられます。合計しまして１６５万５，

０００円の助成をさせていただいております。ちなみに、こちら昨年に対しまして２７０

万ほどの減額に事業としてなっておりますけども、こちらはうなばら荘の運営費負担金が

２６年度までございましたが、この負担がなくなったために丸々この額が減ということに

なっております。 

 それから、８０ページ、老人福祉施設入所措置事業でございます。決算額８５１万９，

３１４円、昨年と比較しまして２５０万３，００６円の増となっております。事業の内容

としましては、養護老人ホームの入所措置でございまして、６５歳以上の方でひとり暮ら

しが難しいと、日常生活が難しいという方におきまして養護老人ホームに入所していただ

きまして養護を委託するという事業でございます。県内に米子の皆生尚寿苑、それから中
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部に母来寮の２施設ございます。昨年は新規の入所が４名、中途退所が１名ということで、

若干の人数増となっております。皆生尚寿苑が５名、母来寮が２名でございます。 

 続きまして、８１ページ、介護保険事業でございます。決算額２億９，６６４万５，４

３４円、昨年と比較しまして３，４０３万３，６７９円の増となっております。こちらに

つきましては、高齢者居住環境整備事業の実施、それから介護保険特別会計への町負担部

分の繰り出し、介護サービス事業特別会計への繰り出し、社会福祉法人利用者負担軽減事

業の実施という内容の事業に取り組んでおります。大きなところを申しますと、介護保険

特別会計への繰り出しということで、介護給付費の部分につきまして１億１，０００万の

繰り出しを行っております。その他、職員給与費等を合わせまして１億４，９００万の介

護保険特別会計への繰り出し、それから介護サービス特別会計へは１億４，６００万の繰

り出し、社会福祉法人の利用者軽減につきましては３４万２，０００円の軽減事業を実施

しております。 

 続きまして、８２ページ、高齢者自立支援事業でございます。決算額５７万９，８００

円、昨年と比較しまして１万５，７５０円の減となっております。こちらはシルバー人材

センターに委託しまして、在宅の高齢者のみの世帯を対象としまして、日常生活の援助、

簡易なもので住宅補修や家事や除雪等、そういったことを提供させていただいて自立した

日常生活の支援ということで取り組んでおります。それから緊急通報装置の設置、それか

ら一般社団法人権利擁護ネットワーク伯耆に委託をしまして、成年後見人等の補助者の養

成に努める、それから権利擁護に関する相談支援ということも行っております。実績とし

まして、高齢者軽度生活援助は延べ５４人の利用で３９万２，０００円の支出を行ってお

ります。それから成年後見につきましては１８万８，０００円の委託をしております。そ

れからその下でございます、高齢者生活福祉センター管理運営事務でございます。決算額

４０５万６，０００円、昨年と比較しまして２万８，０５６円の減となっております。事

業ですけども、施設の指定管理であります日南福祉会に事業委託を行いまして、病院退院

後の利用や冬期間の入所など、一時期居室を提供しながら在宅での自立した支援への復帰

を支援ということで、かすみ荘の居住での生活支援ハウスで事業を行っております。年間

の延べ利用人数が９４７人、年度末の入居者が４名となっております。事業は全て委託料

の支出となっております。 

 ８３ページ、特別医療費助成事業でございます。決算額２，９５９万７２２円、比較し

まして１８７万１６３円の増となっております。特別医療は、重度心身障がい者、精神障
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がい者、特定疾病、小児、ひとり親家庭を対象に医療費を助成しております。それから小

児の県補助対象が中学校卒業時までで、県内の医療機関の窓口で特別医療費の現物給付を

実施しておりましたけども、町単独で高校生の医療費助成として２７年度は１８歳まで拡

大をして行っております。なお、こちらにつきましては、２８年度からは１８歳まで県の

事業として拡大となりましたので、それに伴う特別医療のシステム改修も必要となりまし

て、行っております。事業の実績ですけども、特別医療の審査支払い手数料が５，５７２

円、６６万３，０００円の支出がありました。それから医療費の助成としまして、現物給

付が７，５６５件の２，７９０万、それから償還払いが７９件の６２万９，０００円の支

出を行っております。 

 では、８４ページに行きまして、児童手当支給事務でございます。決算額４，３１１万

８，５００円、昨年と比較しまして３０１万４，４６０円の減となっております。こちら

は児童手当の支給でございまして、単価につきましては、１万５，０００円から５，００

０円までということで、年齢、それから収入の幅に応じまして設定がされております。２

７年度は延べ人数としまして３，７５２人年間ございまして、４，４００万の扶助費を支

出をしております。 

 ８５ページです。母子父子福祉事務でございます。決算額２，４０８万８，３１９円、

昨年と比較しまして４２９万４，０１３円の増となっております。こちらの事業ですけど

も、母子父子家庭の中学校卒業生徒に卒業記念品を贈り、激励を行い、それから小・中学

校の入学児童、生活保護者に支度金を支給し、激励を行う、それから災害以外により義務

教育修了前の児童の養育者が死亡または同様の状態の場合、月額１，０００円の遺児手当

の支給、それから町の定住促進条例に基づきまして、新生児保護者、１子につき２万円の

交付、それから児童扶養手当、それからワーク・ライフ・バランス事業、事業所内保育事

業、福祉会のおひさまの部分の実施、それから助産施設、母子生活施設の入所措置、それ

から高等職業訓練促進給付金の支給などを行っております。実績としましては、母子父子

の記念支給が６人、それから入学支度金が２人、遺児手当が１人、出産祝い金が１５人、

児童扶養手当が延べで３２０人、母子生活支援施設と高等職業訓練施設がそれぞれ１人と

いうことで該当があっております。 

 では、８７ページ、地域子育て支援事業でございます。決算額２，８２１万１９５円、

昨年と比較しまして６４万２，９８５円の増となっております。こちらでは、こどもゆめ

基金を活用した事業、それからゼロ歳児の預かり事業、場所は子育て支援センターで行っ
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ております。それから母子の健康相談、親子絵本のお城事業、巡回発達相談などの環境整

備の推進、それから放課後児童クラブの事業、こちらは従来３年生までだったものを６年

生まで拡大して取り組みを行いました。 

 事業の成果でございますけども、子育て支援センターの運営で年間２６２日の開所を行

っております。利用者数が３，２１１名等々となっております。委託料が８１３万１，０

００円。それからゼロ歳児預かり保育事業が９９日間の開設を行いまして、こちらのとこ

ろ、済みません、訂正をいただいた部分の一つでございます。委託料としまして１２３万

２，０００円の支出を行っております。それからファミリーサポートセンター事業、加入

登録者数が６３名で、年間の利用日数が２６２日ございました。それから親子絵本のお城

事業は１００冊整備をさせていただいております。それから新生児の記念絵本の配布は１

５名の該当がございました。それから放課後児童クラブ事業で年間２５１日の開催を行っ

ております。延べ児童の利用者数が４，０８４名となっております。こちらも訂正をお願

いさせていただいている部分でございます。申しわけございません。１，０６０万２，０

００円となっておりますが、１，２６８万円でございますので、訂正をよろしくお願いい

たします。それから巡回発達相談は年７回、病後児保育事業、数年ぶりに再開をさせてい

ただきましたけども、こちらも取り組んでおりまして、１件の利用がありました。それか

らこどもゆめ基金の関係ですけども、昨年はイチイ荘の横の森を整備するということで、

山トイレの解体工事、それから設計委託業務ということで、ツリーハウス展望台の設計監

理委託業務、それからこどもの森の整備に必要な備品購入などを行っております。それか

らこどもゆめ基金には３６８万１，０００円の積み立てを行っております。なお、ツリー

ハウス展望台につきましては、若干３月を回るということがありまして、繰り越しをさせ

ていただいて４月に完成し、５月にオープンニングセレモニーをさせていただいた経緯が

ございますので、繰越明許ということでここに数字を上げさせていただいております。主

な経費の執行の内容としましては、日南町社会福祉協議会への委託料、子育て支援センタ

ーと放課後児童クラブほか、こちらの２，２０８万４，０００円が主なものとなっており

ます。 

 では、８９ページ、生活保護総務費でございます。決算額２，６１２万３，１７０円、

昨年と比較しまして１，１２６万８，０７９円の減となっております。こちらでございま

すけども、福祉事務所を設置しまして６年が経過をいたしました。住民に身近で町で一元

的に福祉サービスの提供ができるように生活の保障、それから自立の助長ということで、
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生活保護法の目的を達成するために設置をして、総合的な保護の推進に努めております。 

 事業の中身でございます。医療給付のために嘱託審査を行う必要がございまして、医療

関係で１名、歯科の関係で１名、精神の関係で１名の医師に嘱託医としてお願いをしてお

ります。その嘱託医の謝礼、報酬の部分と、それから被保護者に見舞金が鳥取県から日南

町経由で支給されることがありますので、その分の支給ということでさせていただいてお

ります。主な執行経費は、人件費と、それから２６年度の生活保護費の国庫負担金の返還

金、こういったものが主になっております。 

 それから、９０ページでございます。生活保護扶助費でございます。決算額５，５６２

万２，４２３円、昨年と比較しまして７１万４，３９８円の減となっております。生活保

護は昨年度は３７世帯、４３名の実績でございました。保護率は８．５パーミル、１，０

００人のうち８．５人ということになっております。新規が７世帯、廃止が１０世帯とい

うことでございました。生活扶助の内容は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、

医療扶助等々ございます。合計しまして５，５６２万２，０００円の支出を行っておりま

す。 

 以上で民生費を終わります。ありがとうございました。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして、質疑、意見ありますか。（「なし」と呼ぶ

者あり） 

 ないようでしたら、９１ページから１００ページまで、衛生費の説明を求めます。 

 梅林課長。 

○梅林福祉保健課長 失礼します。では、９１ページからお願いいたします。健康福祉セ

ンター管理運営事務です。決算額が２，９３６万５，０００円、前年比で２９万７，００

０円の減となっております。これは保健・医療・福祉の連携を基本とする住民の健康づく

りの場としての保健福祉サービスの拠点である健康福祉センターほほえみの里の管理運営

を行うものです。事務所の中には、地域包括支援センター、福祉事務所を含んでおります。

主な執行経費ですが、職員給与等と、それから需用費、施設の電気代、暖房代等の光熱費、

それから委託料、空調、消防設備、浄化槽等の施設の管理の委託料等となっております。 

 続きまして、９２ページの予防衛生一般事業です。決算額が１，５１０万２，０３２円

で、前年度との比較がおよそ８３万円の増となっております。これは主に法定の予防接種

を行う事業となっております。予防接種の種類が次々ふえてきておりまして、ごらんのと

おりの一覧をつけておりますけれども、予防接種を行うこととなっております。特に新し
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いものですと、水ぼうそうが２６年１０月から法定化されています。それから子宮頸がん

予防ワクチンにつきましては、平成２５年４月から法制化されましたが、同年７月から積

極的勧奨は差し控えとなっておりまして、現在も継続中でございます。それから高齢者の

肺炎球菌ワクチンにつきましては、平成２６年１０月から法定の接種となっております。 

 続きまして、９３ページのほうに各予防接種の接種率を計上しております。子供さんが

受けられる接種でヒブとか小児用肺炎球菌、水痘などはまだ接種開始から間がないことも

ありまして接種率が２０から５０％台となっておりますが、ほかの接種率は高率に受けて

いただいております。それから高齢者の肺炎球菌につきましても新しいものでして、４

１％の接種率となっております。インフルエンザにつきましては、６５歳以上の方と、そ

れから子供さんにつきましては大体７割ぐらいの接種を受けていただいております。１９

歳以上６４歳につきましても町単独の助成を行っておりますが、この接種率は２５％程度

となっております。それから狂犬病予防対策です。狂犬病予防注射につきましては、町内

を巡回しまして予防接種を行っておりまして、大体接種率が７１．５％、１８３頭の接種

となっております。主な執行経費の内訳ですが、予防接種、定期接種等の委託料が１，２

３４万４，０００円となっております。 

 それから、９４ページに参ります。がん検診事業です。決算額が８３７万５，２８０円

で、前年と比較しまして１０７万７，０００円の増となっております。これは事業所とか

住民の方に積極的な受診勧奨を行いまして、大腸がん検診を受けていただこうとするもの

です。接種率につきましては、上段に一覧表をつけておりますのは、特に若い年代の方の

接種を促したいと考えておりまして、４０から６９歳、子宮がん検診におきましては２０

から６９歳の受診率を上段の表で示しております。前年よりはやや上昇はしておりますが、

２０％から三、四十％弱というところで、５０％を目標にしておりますが、まだまだ達し

ていない状況です。受診券を配布しましたり、受診料も無料としていただいておりまして、

受診券も配布したりして受診勧奨に努めております。その結果としまして、２７年度はが

んの発見、疑いも含めまして５名の方があっております。精密検査の受診勧奨にも力を入

れているところでございます。 

 ９５ページなんですが、主な執行経費の内訳ですが、鳥取県保健事業団、それから西伯

病院等への健診委託料が主な経費でございます。７６４万９，０００円となっております。 

 それから、９６ページです。母子健診相談指導事業です。本年度の決算額が３９８万８，

２３９円です。前年比３７万４，８５０円の増となっております。年間の出生数が近年２
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０人前後と少ない状況が続いておりますけれども、子供さんが健やかに成長、発達してい

けるように関係機関と連携を図りながら支援を展開しております。健診につきましては、

乳児健康診査、１歳６カ月健康診査、３歳児健康診査、５歳児健康診査を行っておりまし

て、ほぼ全員の方に受診をいただいております。それから教室事業としましては、そこに

１１項目書いておりますが、不妊治療費助成事業、妊婦健診の費用助成、それから赤ちゃ

んを迎えるためのパパママ応援教室、新生児訪問、親子ふれあい教室、離乳食講習、ペア

レントトレーニングすくすく教室、歯科検診、フッ素塗布、子育て支援センターとの連携

事業、それから保育園との連携で地域療育支援事業、学校との連携で就学支援事業等を行

っております。実績については御参照いただきたいと思います。 

 ９７ページに主な執行経費を計上しております。主なものは、妊婦・乳児個別健診業務

の委託料、歯科保健業務の委託料、子育て発達相談支援業務の委託料等で委託料総計が２

２３万５，０００円、それから報償費、健診の医師報償費等が６８万１，０００円が主な

ものとなっております。 

 それから、健康増進事業です。９８ページです。本年度の決算額が２００万５，９０４

円、前年比で５０万７，４３０円の増となっております。健康増進法による事業で、にこ

にこ健康にちなん２１の計画に基づきましての健康づくり推進員の取り組みをしておりま

す。２７年度は主に高血圧予防に重点を置きまして、家庭用の血圧測定等を推進するよう

に取り組んでおります。それからまた、健診受診率向上事業としまして、健診を受けて心

も体もリフレッシュキャンペーンということで、応募をいただいて積極的に健診に関心を

持っていただき受けていただこうということで、取り組みをしております。それから自殺

対策基本方針による事業です。自死対策事業としまして、町内関係機関でネットワークを

つくりまして研修会等を行っております。健康増進法による事業は下段に計上しておりま

す。健康教育が１９１回で、延べ参加者数は２，７４５人、健康相談が７５回で１，２７

１人、訪問指導が２２７人等となっております。 

 ９９ページになります。食育推進に関する事業実施状況です。食育推進事業としまして、

野菜摂取をふやそうということを啓発課題として取り組んでおります。食育推進員さんの

皆様と連携して取り組みをしておりまして、住民健診のときに減塩みそ汁の試食等を行っ

ていただいており、薄味習慣の普及に努めております。また、テレビでのちょっこしクッ

キングなどで身近にある野菜を活用して野菜摂取をふやす取り組みを行っております。ま

た、食育体験事業としまして、子育て支援センター、社会福祉協議会、小学校、教育委員
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会等と連携しましてクッキング等の体験を行っております。主な事業としましては、食育

推進員さんの開催回数７回、１２７人、食育推進講習会を２９回、７５２人、男の料理教

室７回、１１７人、親子の食育体験２５回、３６４人等となっております。主な執行経費

としましては、賃金が６４万４，０００円、また、需用費が５９万６，０００円となって

おります。 

 １００ページです。病院運営事業です。決算額が２億９，９４７万２，４５１円です。

比較は６５４万９，０４５円の減です。日南病院に対して補助金、負担金の交付を行い、

健全運営支援を図るというものです。主な執行経費の内容は、鳥取県自治体病院補助金が

５３５万円、日南病院事業会計負担金としまして２億９，４１２万１，０００円です。以

上です。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして、質疑、意見ありますか。 

 大西委員。 

○大西委員 ９４ページと９８ページ、関連するんですが、いろんな取り組みをされて、

大腸がん検診であるとか検診関係ではいろんな、テレビ、３チャンネル使ったり、町報だ

とか検診のことを促されてますが、二、三週間ほど前でしょうか、日本海新聞でがんの大

腸がん検診率とか鳥取県の表が出ておりました。せっかくいろいろ取り組んでいただいて

いるのに残念な結果が、一番悪いの、悪いとは言ってませんけど、低いのは倉吉市という

ことになっておりまして、その中で、日南町も下位のランクにありました。あれほどいろ

んな取り組みをされておりましてなぜそうなのか、ちょっとその辺の分析されてることを

お聞きしたいと思いますが。 

○山本委員長 梅林課長。 

○梅林福祉保健課長 まず、高齢化率も関係しているかなと考えています。検診の対象者

の捉え方というのがなかなか難しいんですけれども、対象年齢の全年齢がほぼ対象となり

ます。高齢の方が多くなると、受診率が伸びにくいということがあると思います。 

 それからまた、事業所で受けておられる方も、事業所検診でもがん検診等が今組み込ま

れるものが多くになっておりますので、そういった事業所で受けておられる方も多いと思

っておりますが、そういうことは町の検診で受けた人ということになりますので、計上さ

れないということがあります。今後、健保協会等とも協力をしておりまして、そういった

全体数が把握できるような取り組みは始めているところですけれども、まだそういった受

診率に反映されるというところまで至っておりませんで、また、より個々の長期未受診の
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方を拾い出してみるとか、そういった検討が必要だと考えております。 

○山本委員長 そのほかございますか。いいですか。 

 そうしますと、介護保険特別会計について説明を求めます。 

 弓場センター長。 

○弓場包括支援センター長 それでは、１３８ページ、介護保険特別会計について御説明

をさせていただきます。 

 平成２７年度の歳入歳出の決算額は、歳入が１０億５，４０７万円、歳出が１０億１，

８５４万４，０００円で、次年度への繰り越しは３，５５２万６，０００円ということに

なっております。 

 めくっていただきまして、各事業を追っていきたいと思います。 

 １８４ページでございます。最初に、総務費でございます。一般管理事務ということで、

介護保険関係の事務費関係をここで計上しています。決算額が３，２０５万２８３円でご

ざいます。主に人件費と介護保険の電算システムの保守と更新ということでございます。

２７年度は介護保険制度の改正がございましたので、システム改修も行っているところで

ございます。下段、国保連合会委託事務でございます。決算額が２７０万４，６３５円で

ございます。介護給付費の共同処理を初めとして、各種の事務を国保連合会に委託をして

いますその経費でございます。 

 次に、１８５ページでございます。賦課徴収事務でございます。こちらは、介護保険料

の賦課徴収に係る経費でございます。決算額が２１万４，０００円、事務の経費の内容と

しては、電話料、郵券料等でございます。事務費の部分でございます。下段、介護認定審

査会事務でございます。決算額が２３６万１，０００円でございます。鳥取県の西部広域

行政管理組合に設置している介護認定審査会へ要介護認定審査を委託をしておりますその

経費でございます。件数が２７年度は５５１件ということになっております。経費は、負

担金補助及び交付金として西部広域行政管理組合に支払っているものでございます。 

 次に、１８６ページでございます。介護認定等調査事務ということでございます。決算

額は４８万１，８８２円でございます。要介護認定調査につきましては、基本的に町の職

員で行っております。あわせて町外在住者で更新の場合には当該地域の包括等に委託をす

る場合がございますので、委託経費もございます。件数が２７年度、５１４件で、町職員

における認定を行っているところでございます。下段、介護保険事業計画進行管理事務で

ございます。決算額は８万９，０００円でございます。介護保険事業計画第６期でござい
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ますが、計画の進行管理、評価ということで、年間３回にわたって運営協議会を開催して

評価を行っているところでございます。経費といたしましては、委員の方への報償費が主

なものでございます。 

 １８７ページから保険給付費でございます。最初に、居宅介護サービス給付費でござい

ます。これは在宅での介護を支援するサービスに係る給付ということでございます。決算

額が２億２，６５１万８，５１２円でございます。居宅で介護サービスを行うということ

で、訪問を受けて利用されるサービス、いわゆるホームヘルプでありますとかデイサービ

ス、ショートステイといったものに対して利用なさった方に対する給付でございます。中

段に表で上げております国保の給付額の合計で２億２，０００ということになっていると

ころでございます。 

 １８８ページが特例居宅サービス給付費ということで、緊急的なサービス利用など特例

的なケースについての給付ということでございまして、特例のケースはございませんでし

たので、決算額はゼロということになっております。次の欄が、施設介護サービス給付費

でございます。決算額が４億１，２５２万４，７３９円でございます。これは施設入所を

されて介護サービスを受けていらっしゃる方への給付でございます。介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に入っていらっしゃる方のサービスに対する給

付ということでございます。支払いといたしましては、国保連合会のほうに払っているも

のでございます。 

 １８９ページ、特例施設介護サービス給付費でございます。これも特例的なケースにつ

いて用意をしている予算でございますが、そういうケースがございませんでしたので、決

算額はゼロでございます。次が、居宅介護福祉用具購入費でございます。在宅で介護を受

けていらっしゃる方のポータブルトイレでありますとか、そういった福祉用具の購入につ

いて助成を行うものでございます。９割の助成を償還払いで行っているものでございます。

各、２７年度において助成額が７２万５，５６２円ということになっています。こちらは

要介護に当たる認定を受けていらっしゃる方に対するものでございます。 

 １９０ページでございます。居宅介護住宅改修費でございます。これも在宅で介護を受

けていらっしゃる方について自宅での介護ができるように、手すりの取りつけや段差の解

消などの住宅改修工事費を助成するものでございます。こちらの部分では、要介護認定を

受けていらっしゃる方についてということでございます。２７年度は１９２万５，３４８

円を助成をしております。それから下段が居宅介護サービス計画給付費でございます。こ
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れは在宅で介護を受けていらっしゃる方についてのケアプランの作成に係る給付でござい

ます。決算額が４，１４３万６，６４１円でございます。 

 １９１ページ、特例居宅介護サービス計画給付費でございます。こちらも特定的なもの

はありませんでしたので、決算額ゼロ円ということです。次が、地域密着型介護サービス

給付費でございます。地域密着型、地域で安心して暮らしていただけるようにということ

でサービスを行う部分でございます。決算額が１億１，１７７万７，９０３円でございま

す。内容といたしましては、主に認知症の対応型通所介護、いわゆる認知症デイサービス、

それから認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームでございます。それに係る

給付でございます。国保連合会のほうに支払うというところです。 

 １９２ページでございます。特例地域密着型介護サービス給付費で、これも特例はござ

いませんでしたので、決算額はゼロでございます。次に、審査支払い手数料でございます。

審査支払い事務ということで、介護認定審査会における要介護認定区分の決定を行ってお

りまして、その手数料を支払っています。決算額が１０５万６，７８０円でございます。 

 １９３ページでございます。高額介護サービス費でございます。介護サービス給付事務

でございまして、こちらは１カ月の介護サービスの利用者負担が一定額を超えた場合に、

その超えた分を払い戻す事務でございます。決算額が１，９８４万５，９８９円でござい

ます。公費分、申請決定分それぞれございます。下段が、高額介護予防サービス費で、こ

れは高額介護給付費について、要支援１の方、予防に当たる方についての部分でございま

す。こちらは予防に当たる部分の方でございますので、額は少なくなっています。決算額

が１万８，８９７円でございます。件数で申請決定で１５件ということになっています。 

 １９４ページでございます。特定入所者介護サービス費でございます。こちらは低所得

の方の施設サービスの食事、居住費が限度額を超えた部分について給付を行うものでござ

います。決算額が６，６０６万５，８５０円でございます。国保連合会にお支払いをして

おります。下段が、特例特定入所者介護サービス費、同様なサービス給付についてですが、

特例のケースがありませんでしたので、決算額はゼロとなっています。 

 １９５ページでございます。特定入所者介護予防サービス費でございます。こちらも施

設入所の方について、軽度の方、要支援１の方について高額部分について給付をするもの

でございます。軽度の方でございますので決算額は少なくなっておりまして、３万５，６

７０円でございます。日数にして３８日でございます。下段は、特例特定入所者介護予防

サービスで、特例のケースはございませんでしたので、決算額ゼロになっています。 
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 １９６ページでございます。介護予防サービス給付費でございます。要支援１の方につ

いて、介護予防サービスを行うものについて給付を行っているものでございます。決算額

が１，４３３万１，８０２円でございます。要支援１の方に対する訪問ヘルプのサービス、

訪問リハのサービス、デイサービスのサービス、通所リハビリテーション、それから福祉

用具の貸与等でございます。 

 １９７ページ、同様の特例の部分でございます。決算額ゼロでございます。それから次

が、地域密着型介護予防サービス給付費でございます。こちらは、地域密着型ということ

で、要支援の方が可能な限り住みなれた地域で生活を継続できるためのサービスというこ

とで、予防の部分についてでございます。認知症の対応型の通所介護、認知症デイサービ

ス、それから認知症の対応型の共同生活介護、認知症のグループホームでございます。こ

れに対する給付が１７５万２，４５３円でございます。 

 １９８ページでございます。同様の特例部分で、決算額ゼロでございます。介護予防福

祉用具購入費でございます。こちらは、要支援の方、介護予防ということで、要支援の方

について福祉用具の購入助成を行うということで、９割の助成を行っています。決算額が

２８万６，０１４円でございます。 

 １９９ページ、介護予防住宅改修費で、こちらも要支援１の方について住宅の改修をな

さった場合の９割を給付をしています。２７年度、１５件の助成を行っています。決算額

が１１４万４，００８円でございます。下段が、介護予防サービス計画給付費でございま

す。要支援１の方についてのケアプランの作成に対する給付でございます。決算額が３０

４万１，４２０円でございます。件数として６９５件でございます。 

 ２００ページでございます。同様に特例部分でございまして、決算額ゼロでございます。

下段、高額医療合算介護サービス費でございます。こちらは、世帯において１年間の介護

サービスの利用者負担額と医療費の合計が一定額を超えた場合に、超えた部分の給付を行

うというものでございます。決算額が２７４万６，５１１円でございます。件数で１１１

件でございます。 

 ２０１ページ、高額医療合算介護予防サービスでございます。同様の高額医療合算の要

支援の方に係る部分のものでございます。決算額が１万２，５２９円、件数が４件でござ

います。 

 ２０２ページから地域支援事業でございます。こちらは、高齢者の方が要介護、要支援

になることを予防して、要介護となった場合でも、できる限り自宅なり地域で自立した生
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活を送れるように事業を行うものでございます。最初に、対象者把握事業でございます。

決算額が６万６，０００円ということで、虚弱高齢者の方を対象とするいわゆる事業対象

者の把握を行う事務を行っています。事業対象者の方で６４名の方を認定をいたしました。

要支援に至らない方について把握をしていってサービスにつなげようというものでござい

ます。主に事務的な経費でございます。次が、訪問型サービス事業でございます。こちら

は訪問サービスの事業を行っています。訪問介護ショートサービスの委託ということで、

ホームヘルプサービスを日南福祉会に行っています。それから訪問型サービスＢというこ

とで、シルバー人材センターに委託をして自宅での生活の援助を行っていただいておりま

す。ちょっと件数は１３人ということでとどまっています。それから訪問型サービスＣの

サービスを日南病院に行っています。理学療法士や医師の方が居宅を訪問して運動指導な

どを行うという内容です。利用された方の延べ人数が１３人ということになっています。 

 ２０３ページでございます。通所型サービスでございます。通所をしてサービスを受け

ていただく種類のものでございます。決算額が１，８２５万１，２７８円でございます。

内容は、通所介護ショートサービスの委託ということで、日南福祉会に行っています。デ

イサービスでの機能訓練等を行っておるものでございます。それから通所サービスＢへの

補助ということで、これは住民主体の集いの場ということで、地域の方が集いの場をつく

っていただいて、そこで体操を行っていただいたり、お茶会を行っていただいたりして介

護予防に地元で当たっていただくという内容で、２７年度時点では５団体でございました。

通所型サービスＣの委託でございます。日南病院に委託をしています。これは日南病院に

通っていただいて予防のための指導を受けるものでございます。集中サービスということ

で、３カ月の間に週１日のペースで集中的に行っておるものでございます。次が、下段が、

生活支援サービス事業費でございます。これは決算額ゼロでございますが、見守りや生活

支援を委託をして行おうということでございますが、残念ながら事業につながりませんで、

実績がゼロということに２７年度中はなっています。 

 ２０４ページでございます。高額介護サービス費相当事業でございます。これは地域支

援事業の総合事業における高額サービスに当たるものについての給付でございます。３件

で５万３，３７１円ということになっております。下段が、介護予防ケアマネジメント事

業で、要支援１の方、それから事業対象者の方が介護予防、生活支援総合事業を利用して

介護状態になることを予防するためにケアマネジメントを行って支援をするということで、

ケアプランセンターあかねの郷あるいは日南病院の居宅介護支援事業所に委託をして行っ
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ています。決算額が１，３９０万５，２３９円でございます。 

 ２０５ページでございます。一般介護予防事業で、こちらは従来からの一般介護予防の

継続部分でございます。介護予防事業のまめな会を実施しています。延べ回数で３６０回、

参加人数で３８８人、延べ参加者が２，２１５人ということになっています。それから生

活支援ボランティアの養成講座を開いておりまして、参加をいただいて全課程を修了した

方が１１名、ボランティアに登録していただいた方が９名という実績になっています。そ

れから介護予防の調理教室あるいは介護予防教室、百歳体操の支援等を行っています。そ

れから住民健診での血液検査について内容を確認をして、低栄養等の防止のためのパンフ

レットで啓発を行っています。決算額が９３２万４，５７９円でございます。 

 ２０６ページでございます。総合相談事業で、決算額が５万９，９４５円でございます。

こちらは、高齢者の心身、生活に係る相談を総合的に受け付けて、関係機関と解決を図る

ということを行っているものでございます。内容的には、事務費的なものでございます。

下段が、権利擁護事業でございます。高齢者の権利を守る取り組みを行っているものでご

ざいます。決算額は事務費的なもので７万３，０００円でございます。高齢者の虐待に関

する相談を６件受けています。対応後の見守りも行っております。それから権利擁護に関

する相談は４件受けておりまして、うち１件は成年後見の申し立ての支援を行っていると

ころでございます。高齢になられて認知症等で便宜の欠かれる高齢者の方を支援をしよう

というものでございます。 

 それから、２０７ページ、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業でございます。こ

ちらは、在宅施設を通じて包括的なケアを行うために日南病院、福祉会等の関係機関と連

携をして協力体制の構築に努めています。会合といたしまして、週１回、在宅支援会議を

行っていますし、地域包括ケア会議を月１回ペースの１１回、事例の具体的な検討会を年

３回、それから町内の居宅支援事業所の連絡会を年３回行いました。主には職員人件費で

ございます。決算額は８７８万９，９８０円でございます。 

 ２０８ページ、家族介護継続支援事業でございます。これは在宅で介護を続けられてい

らっしゃる家族を支援しようというものでございます。家族介護用品の支給ということで、

紙おむつでありますとか、そういったものの購入費を助成しています。それから家族介護

者の交流の集いを行っていただいております。日南福祉会に委託をしています。それから

同様に、家族介護教室についても日南福祉会に委託を行っています。決算額は９５万４５

３円でございます。下段、成年後見制度利用支援事業でございます。こちらも高齢者の権
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利を守るために成年後見につなげようという事務でございます。決算額が１０万９，６５

０円でございます。実績といたしまして、町長申し立て、本人なり家族にかわって町長が

申し立てを行ったものが１件ございます。それから成年後見を利用している方で低所得の

方について、後見人への報酬を支払っています。１件でございます。 

 ２０９ページでございます。生活支援体制整備事業でございます。決算額が１６３万２，

０００円でございます。主に、生活支援コーディネーターを日南町社会福祉協議会に１名

配置をいただくために委託を行っております。各地域に出かけていってさまざまな支援の

取り組みをいただいています。それからその次は、認知症総合支援事業費でございます。

決算額が１３７万７，４０５円でございます。認知症の地域支援員を配置をしております。

集中支援を行ったり、個別のケースの相談あるいは家族介護者の集いを行ったり、サポー

ターの養成講座を開いたりしています。内容的には、主に賃金と報償費でございます。 

 ２１０ページでございます。公債費の償還事務でございます。公債費の償還については、

この部分からはございませんでした。その下が、保険料還付事務でございまして、介護保

険料の過誤納などの還付について行う事務でございます。１４万２，５００円を還付をし

ているところでございます。 

 ２１１ページ、国県支出金過年度分返還事務でございます。決算額が１，３７１万２，

２７２円でございます。平成２６年度に国、県あるいは支払い基金等からいただいた交付

金、負担金等で決算において返還が発生したものをお返しをしているという内容でござい

ます。その下が、介護給付費の準備基金積立金でございます。介護給付費準備基金の利子

収入を基金に再積み立てをするものでございます。３３万７，９６９円を積み立てており

ます。以上でございます。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして、質疑、意見ございますでしょうか。 

 久代委員。 

○久代委員 施設介護給付費の中で、特養の待機者ですよね。これは町内の方だけじゃな

いと思いますけども、やっぱり恒常的にこの待機者がいると思いますけども、現在、２８

年の３月末現在でもよろしいし、ずっと同じような数字が続いていると思うので、それを

示していただきたいというふうに思いますし、あと一つ、グループホームのあさひの郷で

すね、９床１ユニット閉鎖しておるということで、それに対する待機者、当初、認知症の

人を対象にかなり入居されるということで、虹の郷と、その後にあさひの郷を立ち上げた

経過もあるので、そのことも示していただきたいというふうに思います。 
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○山本委員長 梅林課長。 

○梅林福祉保健課長 あかねの郷の待機者数についてですが、ちょうど今はっきり数字を

持っておりませんけれども、大体４０人前後で推移していると思っております。そのうち

には、在宅の方は比較的少なくて、老人保健施設ですとか病院ですとか、そういったとこ

で待機している方が多いと思っております。また、正確な数は後ほど提出したいと思いま

す。 

 グループホームにつきましても、待機の方が大体１０人前後と思っております。今あさ

ひの郷はワンユニットで運営をしておられますけれども、虹の郷とあさひの郷と両方に申

し込んで待機しておられる方がほとんどでございます。その中にも待機場所はいろいろで

して、病院におられる方、それから老健におられる方等が多くなっております。正確な数

は後ほどお伝えしたいと思います。済みません。 

○山本委員長 よろしいですか。 

○久代委員 はい、後ほど、では、そのあたり詳しい資料をお願いします。 

○山本委員長 人数、待機者数につきまして資料の提出をお願いをいたします。 

 そのほかございますか。 

 坪倉委員。 

○坪倉委員 昨年から介護予防サービスが地域支援事業への一部移行になったわけですけ

ども、従来から要介護１の人は、既得権といいましょうか、従来のサービスが利用できた

んですけども、新たに要支援１、２の認定を受けられた方のサービスの実態について説明

をお願いします。 

○山本委員長 梅林課長。 

○梅林福祉保健課長 きょうお配りしております介護保険事業報告書の中の７ページの下

段の表４をごらんをいただければと思います。平成２７年度に新たに要介護認定申請をさ

れた方で、要支援１、要支援２の認定を受けられた方は支援１が１７人、要支援２が１８

人となっております。 

 それで、それらの方々がどのようなサービスを受けられたかということは、８ページに

表５に示しております。要支援１の方で訪問介護、通所介護のみを利用された方が７名、

それ以外の在宅サービスを使われた方が１名、それから福祉用具購入、住宅改修等のサー

ビスを利用された方が２名で、認定を受けられたけれども、利用がなかったという方が７

名となっております。それからまた、要支援２の方につきましては、１８名のうち訪問介
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護、通所介護のみの利用の方が６名、それ以外の在宅サービスの方が１名、福祉用具購入、

住宅改修のみを利用された方が５名で、利用がなかった方が６名となっております。施設

利用希望の方はございませんでした。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 坪倉委員。 

○坪倉委員 ちょっと当初の説明と少しわからないところがあるんですけども、訪問介護、

通所介護のサービス提供者は福祉会ということなのでしょうか。地域支援事業に移行する

という中で、そういったサービス提供者の事業を引き続き利用ができるという理解でよか

ったんでしょうか、ちょっと確認をお願いします。 

 梅林課長。 

○梅林福祉保健課長 御指摘のとおりでして、要支援１、２の方でホームヘルプサービス、

それからデイサービスの通所サービスを利用されておられる方は、現行相当のサービスと

いう枠がありまして、そのまま財源は給付費から地域支援事業のほうに移りましたけれど

も、サービス自体は変わらず利用を続けていただくことができました。 

○山本委員長 よろしいですか。 

○坪倉委員 はい。 

○山本委員長 そのほかございますか。 

 ないようでしたら、介護サービス事業特別会計について説明を求めます。 

 弓場センター長。 

○弓場包括支援センター長 失礼します。では、続きまして、介護サービス事業特別会計、

２１２ページを説明させていただきます。 

 平成２７年度は、歳入歳出とも１億８，０９７万２，０００円でございました。 

 ２１３ページから各事業について出ています。サービス事業費で居宅介護事業でござい

ます。決算額が３，１９５万４，４３１円ということで、保健・医療・福祉の連携による

包括的ケアシステムの確立と充実を図るということで行っております。それから町内の介

護保険施設の定期的な安全点検を実施して、安全な環境の中で過ごせるようにふぐあい箇

所を修繕して環境整備に努めるなどしています。それから建物共済等にも町のほうで加入

をしています。 

 事務事業の成果のところで具体的に行ったものを書き上げています。１つは特殊浴槽の

移設改修ということで、おおくさ荘のオンラインバスをあかねの郷へ、それからチェアイ
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ンバスをかすみ荘へ移設をしています。現在休止ということもあって、せっかくの施設、

設備でございますので、有効利用ということで、３６万７，２００円かかりましたけれど

も、移転をさせていただいております。また、建物災害共済に加入をしています。 

 改修工事請負費に当たるものでございますけども、２７年度はあかねの郷の屋根等の改

修工事を行いました。屋根、廊下の雨漏りが見られるということで、その修繕を行いまし

たことと、それから建物周辺の汚水排水溝について若干老朽化が見られて陥没等がありま

したので、街路への避難路に当たる部分についてグレーチングのふたを設置をして対応を

しています。４９６万８，０００円でございます。それから、かすみ荘のフェンスを撤去

いたしました。除雪等でかなり傷んでおりましたので、撤去をいたしました。 

 それから、２１４ページでございます。備品購入について上げております。あかねの郷

の介護用の特殊浴槽を更新をいたしました。オンラインバスを３台、それに伴って使用す

る担架３台、ストレッチャー３台を購入をしています。それからチェアインバス、座って

入っていただくお風呂について１台と搬送する車椅子状のものを３台、２，３０万４，０

００円でございます。それから、あかねの郷の厨房機器更新でございます。スチームコン

ベクションオーブン、調理用のオーブンでございますけども、それを１台、それからブラ

ストチラー、急速冷却機を１台、ふぐあいのものがありましたので、更新をさせていただ

きました。２６４万６，０００円でございます。それから介護予防施設たんぽぽの家でご

ざいます。おおくさ荘の隣にある施設でございますが、この給湯施設が壊れておりました

ので、今後、有効に利用していただくためにということで、修繕をいたしました。１１万

１，４５６円でございます。こういった施設修繕や備品の更新を行っております。 

 ２１５ページ、居宅介護支援事業でございます。こちらは介護予防のケアプランの作成、

評価あるいは介護予防計画の立案を行ったものでございます。認定者の状況が２８年の３

月段階で６０８人ということになっています。介護予防のサービス計画の作成状況が２７

年度、介護予防サービス計画作成支援数で７００人、計画作成業務の一部委託者数で６８

６人ということになっています。決算額が８７８万９，４７５円でございます。 

 ２１６ページでございます。公債費の償還事務でございます。決算額が１億４，０２２

万８，１００円でございます。介護福祉施設の建設、改修等でかかりました町債の残高の

償還でございます。あかねの郷の建設、かすみ荘の特浴の整備、あさひの郷の建設、おお

くさ荘の特浴整備の際に借り入れている起債についての年次償還を行ったものでございま

す。下段のほうに注釈で書いておりますが、２７年度については、あかねの郷の建設に係
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る起債償還について、本来は特別交付税算入額等を除く償還相当額を福祉会から施設収納

として負担することになっておりますが、２７年度は赤字決算が見込まれたということで

ございましたので、１年先送りということで、猶予という措置を行っています。猶予額が

２，７９５万３，８８５円でございます。以上でございます。 

○山本委員長 ただいまの説明につきまして、質疑、意見ありますか。 

 ないようでしたら、福祉保健課全般について質疑漏れがありますか。 

 久代委員。 

○久代委員 全般で、生活保護費の受給者、何ページでしたか、ごめんなさい、９０ペー

ジです。結果的に世帯が３７世帯で、保護人員が４３人だということです。実際に窓口で

この保護の申請を受け付けた件数、実際生保の相談に訪れられた、あるいは実際に現地に

訪問されて相談を受けられた方も含めて、その受け付け件数について教えてください。 

○山本委員長 片岡室長。 

○片岡室長 はっきり数字は後ほど報告させていただきたいと思いますけども、大体１０

件程度でございます。窓口で来て申請をいただく場合もありますし、それから民生児童委

員さんから御紹介をいただく場合もあったりします。必ず訪問などをしまして相談をさせ

ていただいております。詳しい数字は後ほど報告させていただきます。 

 久代委員。 

○久代委員 実際に１０件というのは、被保護者の人数なのか、実際に何回か該当の人が

当事者あるいは民生委員さんを通じてでも何回もいろんな相談の仕方をされる場合がある

と思うんですけど、それも含めての件数と回数を教えていただきたいというふうに思いま

す。 

○山本委員長 そのほかございますか。 

 久代委員。 

○久代委員 生保の関係でいろいろと生活困窮者の収入未済の問題も含めて、私も住民課

と例えば建設課もでしたけども、福祉事務所と、こういう形で滞納されていると、この生

活実態はどうなのかというきめの細かい、それは本来申請主義なんだけども、生保は、そ

れでもやっぱり相談に乗るということが必要じゃないかなというふうに思って意見を申し

上げました。そのあたりのことについて連携はどうされておるのか。もちろん医療費の未

収金もあるので、特に医療費補助が一番生保の扶助の中で、この表にもあるように、医療

サービスが断然多くて３，１００万円の医療費扶助があるわけです、生保の中でね。だか
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らそのあたりとの関係についても、横の連携を事務所がうまくやっているのかどうなのか

という点も含めて示していただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○山本委員長 梅林課長。 

○梅林福祉保健課長 関係各課とは必要に応じての連携はとれていると思っております。

今後もより緊密に連携をとっていきたいと思っております。未収金がかさむような方の場

合に、例えばほかの課から相談に行かれても、生活困窮としての相談を当課で受けること

ができるというような情報も伝えていただくようにしております。なかなか未収金の回収

につながるかは難しいところもあるかと思いますが、今後も連携をとっていきたいと考え

ております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

○久代委員 はい。 

○山本委員長 そのほか。 

 坪倉委員。 

○坪倉委員 介護サービスの関係ですけど、昨年４月からおおくさ荘のサービス提供が休

止になったわけですけども、そのことについて福祉会の対応、それから利用者の思いとい

いましょうか、そういったところについてどういうふうに捉えておられるのか、伺いたい

と思いますし、１年間休止をされて施設管理等に課題もあるとは思われますけども、施設

管理の課題、そして今後の対応等についてどのように考えておられるのか、伺います。 

○山本委員長 梅林課長。 

○梅林福祉保健課長 おおくさ荘が平成２７年度の当初から休止状況となっておりまして、

利用者の皆様には大変御迷惑をおかけしてるところです。あと、利用しておられた方々は、

かすみ荘、それからあかねの郷それぞれに分かれて利用をいただいておりまして、利用を

中止された方はなかったと把握しております。ただ、移動距離が少し長くなりますので、

利用者の方は座っている時間が長くなられて腰が痛くなったりとか、そういったことはあ

るように聞いております。できることであれば、なるべく近いところでサービス提供をし

ていきたいと考えてはおりますが、今のところ人員確保がなかなか進んでおりませんで、

現状を続けるしか今のところやむを得ない状況かと考えております。 

 また、人材確保につきましては、福祉会のほうも努力をしておられますが、町のほうで

も、いろんな機会に奨学金制度のＰＲなどをして人材確保には努めていきたいと考えてお

ります。 
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 また、施設管理につきましてですが、おおくさ荘隣の介護予防施設たんぽぽの家につき

ましては、２７年度から指定管理を外れて町の管理となっております。おおくさ荘につき

ましては、今はまだ指定管理のままの状況となっておりますが、また福祉会さんのほうと

も協議をしていきたいと考えております。また、指定管理ではなく町の管理と休止中はす

る方向になるかなと考えておりまして、これも協議して検討してまいりたいと思っており

ます。それからまた、周辺の管理、草が生えたりですとか、いろいろな施設管理の課題も

ありますので、その辺は住民の方に御迷惑にならないように適切に管理していく必要があ

ると考えております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 そのほかございますか。 

 片岡室長。 

○片岡室長 先ほど、後ほど報告させていただきますと申しておりました生活保護の相談

件数ですけども、確認しまして、１９件です。１９件の相談があっております。そのうち

申請が１０件で、開始が７件ということになっております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

○久代委員 わかりました。 

○山本委員長 そのほかありますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようでしたら、福祉保健課の聞き取りは以上で終了します。 

 職員の皆様は、退席をしていただいて結構です。お疲れさまでした。 

 そうしますと、福祉保健課の審査した事項につきまして、指摘すべきこと、意見等あり

ますでしょうか。よろしいですか。ありますか。 

 久代委員。 

○久代委員 介護サービス事業の特別会計で、一応ことしの予算のときも意見書があった

し、昨年の決算のときの意見書も出て、何かもう何度もしつこいようですけども、やはり

新たに今回、日南福祉会が未払い金計上、二千七百十万のいわゆる利用料を法人として正

式に未払い金として計上されてるので、この会計上そういうふうに計上するのが正しいと

いうことで、日南福祉会もそうおっしゃってますし、それはそれでいいんだけども、今後

どうするのかということも含めて、特におおくさ荘なんかも、はっきり言って指定管理で、

特浴なんかはもうこっちに移動させてやっているような状況もあって、もうそれに算定す

ること自体がおかしいというふうに、事業所は実際には閉鎖した状態ですから。 
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 それと、あさひの郷のワンユニット９床分なんかも、それは確かにそういう想定で町が

建てて指定管理に出しているけども、それもやっぱり具体的に金額も含めて検討し直すべ

きだというふうに、減免とかどうとかという以前に、基準額そのものも検討する必要があ

るというふうに私は思いました。 

○山本委員長 ただいま久代委員のほうからそういう意見がございましたが、どのように

いたしましょうか。 

 この件につきましては、免除とするのか、猶予とするのかということで、さんざんとい

いますか、かなり議論をしたという経過はあると思います。その結果、猶予という形にな

ったと私は理解をしておりますが、この決算委員会の中で、久代委員は多分免除したらど

うかという意見だと思いますが、それをそういう意見で取りまとめてよろしいかどうかと

いうことをお尋ねいたします。 

○福田委員 ２７年度予算を切れいうことか。 

○山本委員長 いえ、意見とすれば、久代委員の意見は、もう既に免除してしまって、こ

れから先は徴収しなくてもいいよという意見ですよね。 

○近藤委員 見直しでいいが。 

○久代委員 見直しだ、見直しせいって言った。 

○山本委員長 見直しだけですか。 

○古都委員 どうしたいだ、久代さんは。 

○福田委員 もう２７年度を切りゃ、２８年度にすりゃいいが。 

○山本委員長 前年度の意見も同じような、見直しをというような意見であったとは思い

が、同じような意見を載せるということでよろしいですか。 

○古都委員 段階的には免除を、繰り延べというか、繰り越しにしていくということでワ

ンステップ上がったわけだけえ、もとから言えば。 

○福田委員 だけえ今はこれで出すんじゃないかな。 

○山本委員長 久代委員。 

○久代委員 いや、だけど、日南福祉会はもう未払い金で計上されているわけですよね。

だから具体的に２７年度決算部分について、そっくり１年繰り越されたのであれば、その

金額そのものが、２７年度の決算状況から見て事業所の閉鎖等も含めて考えると、好転と

いうか、利益がそう出るとは思えないこの事業のこれまでの中身であって、やっぱりスタ

ッフがいないということが一番大きな要因ではあったと思うけども、それにしても介護報
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酬の引き下げ等もあって、具体的な、全額減免するのかどうなのかということも含めてや

っぱり対応を迫っていかないといけないんじゃないかなというふうに私は考えてますけど

も。 

○山本委員長 という意見でございましたが、どうでしょうか。 

 結果的には、６００万でしたか、黒字といいますか、利益が出たというふうになったと

いうふうに思っておりますが。 

○古都委員 町長も言いよっただけど、それに税金がかかるわけだけえ惜しかったという

話もあったと思うけど。 

○山本委員長 ありました。 

 古都委員。 

○古都委員 今期の説明の中でも、いわゆる黒字分についての税金がかかるんで、うまく

やるなら、その分をいわゆる繰り越し分から引いた額で処理すればよかったなという反省

の弁もあったわけで。ただ、ステップ的には、これまで免除を、議会の免除はという意向

もあったりして繰り延べになっとるわけで、今、同僚議員の話の中にあったのは、廃止と

いう言葉を言われたですけど、全てが廃止決定したわけではなくて、もしも人材でもそろ

えばという部分も今回のいわゆる施設管理の全体メニューには入っとるわけでして、話が

まとまれば私はその方向でもいいのかもわかりませんが、ただ、福祉保健課に対する意見

というよりも財政上の問題で、本件は、どちらかいうと、そちらの方面で全体的な項目か

何かでやるならわかりますけども、実質、失礼な言い方ですけども、福祉保健課について

もトンネルいう状態だと思うんですよ。そこら辺が、どこで表現したがいいのかなという

ふうに現段階は迷っておりますので、最後の取りまとめで考えていただけると。 

○山本委員長 どういたしましょうか。総括のところで議論をするということでよろしい

ですか、総括のところで議論をするということで。（発言する者あり）総括のところで意

見を取りまとめますので、そこで議論をしたらどうかということですが、今結論を出しま

すか。どうしましょうか。 

○福田委員 ここでするべきだないわ、そんなことは。 

○山本委員長 では、後ほどまた議論をしていくということにしたいと思いますが、その

ほか何か付す意見がございますでしょうか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようですので、今のところ、あす１５日で各課の聞き取りは終了する予定でありま

す。それで、２１日に総括を予定をしておりますので、あす聞き取りを終わりますが、そ
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の聞き取りが終わった時点で、指摘すべき事項等ありましたら１６日の夕方までに、金曜

日の夕方までにメールとかで結構ですので、事務局のほうに送っていただきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いをいたします。よろしいでしょうか、金曜日。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、以上で本日の決算審査特別委員会を終了します。お疲れさまでした。 
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